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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の検体容器を保持可能な検体ラックを搬送する搬送部と、
　検体ラックの識別情報および当該検体ラックの各検体容器保持位置における検体容器の
有無を検知するための第１検知手段と、
　前記第１検知手段により検知され前記ラックとともに前記搬送部により搬送された前記
検体容器に収容される検体に対して処理を行う検体処理ユニットと、
　前記検体処理ユニットにより前記処理が行われた後に、前記搬送部により搬送された前
記検体ラックの識別情報および当該検体ラックの各検体容器保持位置における検体容器の
有無を検知するための第２検知手段と、
　前記第１検知手段によって検知された前記検体ラック内の前記検体容器が、前記第２検
知手段によって検知されなかった場合に、その旨をユーザに認知させるための認知処理を
実行する制御部と、を備える、
ことを特徴とする検体処理システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の検体処理システムにおいて、
　前記制御部は、前記認知処理として、前記検体容器が紛失したことの通知処理を実行す
る、
ことを特徴とする検体処理システム。
【請求項３】
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　請求項２に記載の検体処理システムにおいて、
　前記検体処理ユニットは、前記検体容器を前記搬送部から受け取って検体に対する処理
を行い、前記検体容器を前記搬送部に返却する、
ことを特徴とする検体処理システム。
【請求項４】
　請求項１ないし３の何れか一項に記載の検体処理システムにおいて、
　前記第１検知手段は、前記検体処理ユニットに対して検体容器の搬送方向の上流側に配
置された第１検体容器検知部を含み、
　前記第２検知手段は、前記検体処理ユニットに対して前記搬送方向の下流側に配置され
た第２検体容器検知部を含む、
ことを特徴とする検体処理システム。
【請求項５】
　請求項１ないし４の何れか一項に記載の検体処理システムにおいて、
　前記第１検知手段は、検体容器の識別情報を検知し、
　前記第２検知手段は、検体容器の識別情報を検知し、
　前記制御部は、前記第１検知手段によって検知された識別情報が、前記第２検知手段に
よって検知されなかった場合に、前記認知処理を実行する、
ことを特徴とする検体処理システム。
【請求項６】
　請求項１ないし５の何れか一項に記載の検体処理システムにおいて、
　前記検体処理ユニットは、
　検体容器を取得して保持する保持部と、
　当該保持部に回動動作を行わせる回動駆動部と、を含む、
ことを特徴とする検体処理システム。
【請求項７】
　請求項１ないし６の何れか一項に記載の検体処理システムにおいて、
　表示部をさらに備え、
　前記制御部は、前記認知処理として、前記検体容器が紛失したことを知らせる紛失情報
を前記表示部に表示させる、
ことを特徴とする検体処理システム。
【請求項８】
　請求項７に記載の検体処理システムにおいて、
　前記制御部は、検体容器内の検体の処理に関する進捗状況を示す画面を前記表示部に表
示させるとともに、前記紛失情報を前記画面上に表示する、
ことを特徴とする検体処理システム。
【請求項９】
　請求項１ないし８の何れか一項に記載の検体処理システムにおいて、
　表示部と、
　前記検体処理ユニットを経由して前記搬送部により搬送された前記検体ラックを回収す
るラック回収部と、をさらに備え、
　前記制御部は、前記ラック回収部に回収された検体ラックを示すとともに、前記検体ラ
ックから紛失した検体容器の前記検体ラックにおける保持位置を示す画面を前記表示部に
表示させる、
ことを特徴とする検体処理システム。
【請求項１０】
　検体容器内の検体を処理する検体処理装置に、複数の検体容器を保持可能な検体ラック
を搬送するラック搬送システムであって、
　検体容器を保持した検体ラックを、第１位置から、前記検体処理装置を経由して、第２
位置へと搬送する搬送部と、
　前記第１位置において検体ラックの識別情報および当該検体ラックの各検体容器保持位
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置における検体容器の有無を検知するための第１検知部と、
　前記第２位置に搬送された検体ラックの識別情報および当該検体ラックの各検体容器保
持位置における検体容器の有無を検知するための第２検知部と、
　前記第１検知部によって検知された検体ラック内の検体容器が、前記第２検知部によっ
て検知されなかった場合に、その旨をユーザに認知させる処理を実行する制御部と、を備
える、
ことを特徴とするラック搬送システム。
【請求項１１】
　複数の検体容器を保持可能な検体ラックを搬送して当該検体ラックに保持された検体容
器に収容された検体を処理する検体処理方法であって、
　検体ラックの識別情報および当該検体ラックの各検体容器保持位置における検体容器の
有無を検知する検知動作を行う第１検知ステップと、
　前記第１検知ステップで検知された前記検体容器に収容される検体に対して処理を行う
検体処理ステップと、
　前記検体処理ステップにより前記処理が行われた前記検体ラックの識別情報および当該
検体ラックの各検体容器保持位置における検体容器の検知動作を行う第２検知ステップと
、
　前記第１検知ステップにおいて検知された前記検体ラック内の前記検体容器が、前記第
２検知ステップにおいて検知されなかった場合に、その旨をユーザに認知させる処理を実
行する実行ステップと、を備える、
ことを特徴とする検体処理方法。
【請求項１２】
　検体容器内の検体を処理する検体処理装置に、複数の検体容器を保持可能な検体ラック
を搬送するラック搬送方法であって、
　検体容器を保持した検体ラックの識別情報および当該検体ラックの各検体容器保持位置
における検体容器の有無を第１位置において検知する第１検知ステップと、
　前記検体ラックを、前記第１位置から、前記検体処理装置を経由して、第２位置に搬送
部により搬送する搬送ステップと、
　前記第２位置に搬送された検体ラックの識別情報および当該検体ラックの各検体容器保
持位置における検体容器の有無を検知する第２検知ステップと、
　前記第１検知ステップにおいて検知された検体ラック内の検体容器が、前記第２検知ス
テップにおいて検知されなかった場合に、その旨をユーザに認知させる処理を実行する実
行ステップと、を備える、
ことを特徴とするラック搬送方法。
【請求項１３】
　検体容器を保持した検体ラックが載置され、前記検体ラックを供給する供給部を備え、
　前記供給部は、前記検体ラックの識別情報および前記検体ラックの各検体容器保持位置
における前記検体容器の有無を検知するための第１検知手段を有し、
　前記供給部から前記検体ラックを供給され、前記検体ラックを搬送する搬送部と、
　前記搬送部により搬送された前記検体ラックの前記検体容器に収容される検体に対して
処理を行う検体処理ユニットと、
　前記搬送部により前記供給部から前記検体処理ユニットに搬送された後に、前記第１検
知手段によって検知された前記検体容器を検知するための第２検知手段と、
　前記１検知手段によって検知された検体ラック内の検体容器が、前記第２検知手段によ
って検知されなかった場合に、その旨をユーザに認知されるための認知処理を実行する制
御部と、をさらに備える
ことを特徴とする検体処理システム。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の検体処理システムにおいて、
　前記検体処理ユニットを経由した前記検体ラックを回収する回収部をさらに備え、
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　前記第２検知手段は、前記回収部に配置されている、
ことを特徴とする検体処理システム。
【請求項１５】
　請求項１３または１４に記載の検体処理システムにおいて、
　前記第１および第２検知手段は、前記検体容器の識別情報を検知し、
　前記制御部は、前記第１検知手段によって検知された前記検体容器の識別情報が、前記
第２検知手段によって検知されなかった場合に、前記認知処理を実行する、
ことを特徴とする検体処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、検体容器内の検体の処理を行う検体処理システムおよびそのための検体処理
方法、ならびに、検体ラックを搬送するラック搬送システムおよびそのためのラック搬送
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、血液、尿等の検体を収容した検体容器を搬送部により搬送し、遠心分離、測定等
の処理を実行するシステムが知られている。
【０００３】
　たとえば、以下の特許文献１には、検体容器が収納されたラックが載置される投入部と
、投入部から投入されたラックを搬送する搬送部と、搬送部からラックを取り込んで遠心
分離、開栓、分注等の処理を行う検体処理ユニットと、検体処理ユニットから搬送部に戻
されたラックを収納する収納部と、中央処理部とを備えたシステムが開示されている。こ
のシステムには、ラックを検知するための複数のセンサが配置されており、中央処理部は
、システム内のラックの位置を示すロケーション画面をモニタに表示するように構成され
ている。また、中央処理部は、検体検索に必要な情報が入力されると、該当する検体を検
索し、その検体をロケーション画面に一見して分かるように表示するよう構成されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－８３８６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　検体容器を搬送して検体の処理を行うシステムにおいては、検体容器の搬送過程や検体
処理の過程で検体容器が紛失することがある。しかしながら、上記特許文献１に記載のシ
ステムでは、ユーザが検体容器の紛失に迅速に気付くことが困難であった。そのため、紛
失した検体容器の捜索、検体の再検査等の必要な対処をユーザが迅速に行うことが困難で
あった。
【０００６】
　本発明は、かかる課題に鑑みてなされたものであり、検体容器の搬送過程または検体処
理の過程で検体容器が紛失した場合に、ユーザが必要な対処を迅速に行うことを可能とす
る検体処理システム、ラック搬送システム、検体処理方法およびラック搬送方法を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１の態様は、検体処理システムに関する。この態様に係る検体処理システム
は、複数の検体容器を保持可能な検体ラックを搬送する搬送部と、検体ラックの識別情報
および当該検体ラックの各検体容器保持位置における検体容器の有無を検知するための第
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１検知手段と、前記第１検知手段により検知され前記ラックとともに前記搬送部により搬
送された前記検体容器に収容される検体に対して処理を行う検体処理ユニットと、前記検
体処理ユニットにより前記処理が行われた後に、前記搬送部により搬送された前記検体ラ
ックの識別情報および当該検体ラックの各検体容器保持位置における検体容器の有無を検
知するための第２検知手段と、前記第１検知手段によって検知された前記検体ラック内の
前記検体容器が、前記第２検知手段によって検知されなかった場合に、その旨をユーザに
認知させるための認知処理を実行する制御部と、を備える。
【０００８】
　本態様に係る検体処理システムによれば、検体に対する処理が行われる前に検体容器が
検知され、検体に対する処理が行われた後に検体容器が検知されなかった場合に、制御部
がその旨をユーザに認知させる認知処理を実行する。これにより、検体容器の搬送過程ま
たは検体処理の過程で検体容器が紛失した場合に、ユーザは、必要な対処を迅速に行うこ
とが可能となる。また、どの検体ラックのどの保持位置から検体容器が紛失したかを、容
易に判別することができる。なお、上記認知処理には、紛失通知画面の表示、通知音の発
生、搬送ラインの停止、測定ユニットの測定動作の中断等、ユーザに検体容器の紛失を認
知させ得る処理が広く含まれ得る。
【０００９】
　本態様に係る検体処理システムにおいて、前記制御部は、前記認知処理として、前記検
体容器が紛失したことの通知処理を実行するよう構成され得る。こうすると、検体容器の
紛失が通知されるため、ユーザは、検体容器の搬送過程または検体処理の過程で検体容器
が紛失したことに容易に気付くことができる。
【００１１】
　この場合に、前記検体処理ユニットは、前記検体容器を前記搬送部から受け取って検体
に対する処理を行い、前記検体容器を前記搬送部に返却するよう構成され得る。
【００１２】
　また、本態様に係る検体処理システムにおいて、前記第１検知手段は、前記検体処理ユ
ニットに対して検体容器の搬送方向の上流側に配置された第１検体容器検知部を含み、前
記第２検知手段は、前記検体処理ユニットに対して前記搬送方向の下流側に配置された第
２検体容器検知部を含むよう構成され得る。こうすると、検体処理ユニットに対して搬送
方向上流側の第１検体容器検知部から下流側の第２検体容器検知部との間で検体容器が紛
失したことを検出できる。
【００１６】
　また、本態様に係る検体処理システムにおいて、前記第１検知手段は、検体容器の識別
情報を検知し、前記第２検知手段は、検体容器の識別情報を検知し、前記制御部は、前記
第１検知手段によって検知された識別情報が、前記第２検知手段によって検知されなかっ
た場合に、前記認知処理を実行するよう構成され得る。こうすると、どの検体容器が紛失
したかを、容易に判別することができる。
【００１７】
　また、本態様に係る検体処理システムにおいて、前記検体処理ユニットは、検体容器を
取得して保持する保持部と、当該保持部に回動動作を行わせる回動駆動部と、を含むよう
構成され得る。こうすると、回動動作を含む一連の動作によって検体容器が保持部から外
れて紛失してしまった場合でも、そのことをユーザに気付かせることができる。
【００１８】
　また、本態様に係る検体処理システムは、表示部をさらに備える。ここで、前記制御部
は、前記認知処理として、前記検体容器が紛失したことを知らせる紛失情報を前記表示部
に表示させるよう構成され得る。こうすると、表示部に紛失情報が表示されるので、ユー
ザは容易に検体容器の紛失に気付くことができる。
【００１９】
　この場合に、本態様に係る検体処理システムにおいて、前記制御部は、検体容器内の検
体の処理に関する進捗状況を示す画面を前記表示部に表示させるとともに、前記紛失情報
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を前記画面上に表示するよう構成され得る。こうすると、検体容器内の検体に対する処理
の進捗状況をユーザが確認する際に、検体容器が紛失していることに気付かせることがで
きる。
【００２０】
　または、本態様に係る検体処理システムは、表示部と、前記検体処理ユニットを経由し
て前記搬送部により搬送された前記検体ラックを回収するラック回収部と、をさらに備え
る。ここで、前記制御部は、前記ラック回収部に回収された検体ラックを示すとともに、
前記検体ラックから紛失した検体容器の前記検体ラックにおける保持位置を示す画面を前
記表示部に表示させるよう構成され得る。こうすると、検体ラック内のどの保持位置に保
持されていた検体容器が紛失したのかを、直感的にユーザに認識させることができる。
【００２１】
　本発明の第２の態様は、検体容器内の検体を処理する検体処理装置に、複数の検体容器
を保持可能な検体ラックを搬送するラック搬送システムに関する。この態様に係るラック
搬送システムは、検体容器を保持した検体ラックを、第１位置から、前記検体処理装置を
経由して、第２位置へと搬送する搬送部と、前記第１位置において検体ラックの識別情報
および当該検体ラックの各検体容器保持位置における検体容器の有無を検知するための第
１検知部と、前記第２位置に搬送された検体ラックの識別情報および当該検体ラックの各
検体容器保持位置における検体容器の有無を検知するための第２検知部と、前記第１検知
部によって検知された検体ラック内の検体容器が、前記第２検知部によって検知されなか
った場合に、その旨をユーザに認知させる処理を実行する制御部と、を備える。
【００２２】
　本態様に係るラック搬送システムによれば、第１位置で検体容器が検知され、第２位置
で検体容器が検知されなかった場合に、制御部がその旨をユーザに認知させる処理を実行
するため、第１の位置から第２の位置の間で検体容器が紛失した場合に、すなわち、搬送
部による搬送過程または検体処理ユニットによる処理の過程で検体容器が紛失した場合に
、その旨をユーザに認知させることができ、ユーザに必要な対処を迅速に行わせることが
可能となる。
【００２４】
　本発明の第３の態様は、複数の検体容器を保持可能な検体ラックを搬送して当該検体ラ
ックに保持された検体容器に収容された検体を処理する検体処理方法に関する。この態様
に係る検体処理方法は、検体ラックの識別情報および当該検体ラックの各検体容器保持位
置における検体容器の有無を検知する検知動作を行う第１検知ステップと、前記第１検知
ステップで検知された前記検体容器に収容される検体に対して処理を行う検体処理ステッ
プと、前記検体処理ステップにより前記処理が行われた前記検体ラックの識別情報および
当該検体ラックの各検体容器保持位置における検体容器の検知動作を行う第２検知ステッ
プと、前記第１検知ステップにおいて検知された前記検体ラック内の前記検体容器が、前
記第２検知ステップにおいて検知されなかった場合に、その旨をユーザに認知させる処理
を実行する実行ステップと、を備える。
【００２５】
　本態様に係る検体処理方法によれば、上記第１の態様と同様の効果が奏され得る。
【００２６】
　本発明の第４の態様は、検体容器内の検体を処理する検体処理装置に、複数の検体容器
を保持可能な検体ラックを搬送するラック搬送方法に関する。この態様に係るラック搬送
方法は、検体容器を保持した検体ラックの識別情報および当該検体ラックの各検体容器保
持位置における検体容器の有無を第１位置において検知する第１検知ステップと、前記検
体ラックを、前記第１位置から、前記検体処理装置を経由して、第２位置に搬送部により
搬送する搬送ステップと、前記第２位置に搬送された検体ラックの識別情報および当該検
体ラックの各検体容器保持位置における検体容器の有無を検知する第２検知ステップと、
前記第１検知ステップにおいて検知された検体ラック内の検体容器が、前記第２検知ステ
ップにおいて検知されなかった場合に、その旨をユーザに認知させる処理を実行する実行
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ステップと、を備える。
【００２７】
　本態様に係る検体処理方法によれば、上記第２の態様と同様の効果が奏され得る。
　本発明の第５の態様は、検体処理システムに関する。この態様に係る検体処理システム
は、検体容器を保持した検体ラックが載置され、前記検体ラックを供給する供給部を備え
、前記供給部は、前記検体ラックの識別情報および前記検体ラックの各検体容器保持位置
における前記検体容器の有無を検知するための第１検知手段を有する。また、検体処理シ
ステムは、前記供給部から前記検体ラックを供給され、前記検体ラックを搬送する搬送部
と、前記搬送部により搬送された前記検体ラックの前記検体容器に収容される検体に対し
て処理を行う検体処理ユニットと、前記搬送部により前記供給部から前記検体処理ユニッ
トに搬送された後に、前記第１検知手段によって検知された前記検体容器を検知するため
の第２検知手段と、前記１検知手段によって検知された検体ラック内の検体容器が、前記
第２検知手段によって検知されなかった場合に、その旨をユーザに認知されるための認知
処理を実行する制御部と、をさらに備える。
　本態様に係る検体処理方法によれば、上記第１の態様と同様の効果が奏され得る。
　本態様に係る検体処理システムは、前記検体処理ユニットを経由した前記検体ラックを
回収する回収部をさらに備え、前記第２検知手段は、前記回収部に配置されるよう構成さ
れ得る。
　また、本態様に係る検体処理システムにおいて、前記第１および第２検知手段は、前記
検体容器の識別情報を検知し、前記制御部は、前記第１検知手段によって検知された前記
検体容器の識別情報が、前記第２検知手段によって検知されなかった場合に、前記認知処
理を実行するよう構成され得る。
【発明の効果】
【００２８】
　以上のとおり、本発明によれば、検体容器の搬送過程または検体処理の過程で検体容器
が紛失した場合に、ユーザが必要な対処を迅速に行うことを可能とする検体処理システム
、ラック搬送システム、検体処理方法およびラック搬送方法を提供することができる。
【００２９】
　本発明の効果ないし意義は、以下に示す実施の形態の説明により更に明らかとなろう。
ただし、以下に示す実施の形態は、あくまでも、本発明を実施化する際の一つの例示であ
って、本発明は、以下の実施の形態により何ら制限されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】実施の形態に係る検体処理システムを上側から見た場合の構成を模式的に示す平
面図である。
【図２】実施の形態に係る検体容器および検体ラックの構成を示す図である。
【図３】実施の形態に係る回収ユニット、投入ユニットおよび送出ユニットを上側から見
た場合の構成を示す平面図である。
【図４】実施の形態に係るバーコードユニットおよび容器有無検知ユニットの動作を説明
する図である。
【図５】実施の形態に係るバーコードユニットの詳細な構成を示す図である。
【図６】実施の形態に係る容器有無検知ユニットの詳細な構成を示す図である。
【図７】実施の形態に係る搬送ユニットを上側から見た場合の構成を示す平面図である。
【図８】実施の形態に係る測定ユニットを上側から見た場合の構成を模式的に示す平面図
および検体容器の転倒攪拌を説明する図である。
【図９】実施の形態に係る把持ユニットの詳細な構成を示す図である。
【図１０】実施の形態に係る検体処理システムの各ユニット（装置）の相互の接続関係を
模式的に示す図である。
【図１１】実施の形態に係る搬送コントローラ、送出ユニットおよび回収ユニットの構成
の概要を示す図である。
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【図１２】実施の形態に係る搬送ユニット、測定ユニットおよび情報処理ユニットの構成
の概要を示す図である。
【図１３】実施の形態に係る搬送ユニットおよび塗抹標本作製装置の構成の概要を示す図
である。
【図１４】実施の形態に係るバーコードユニットＢの読取動作時における搬送コントロー
ラの処理を示すフローチャートおよびラック情報を概念的に表す例示図である。
【図１５】実施の形態に係るバーコードユニットＢの読取動作時における送出ユニットの
処理を示すフローチャートである。
【図１６】実施の形態に係る容器有無検知ユニットＥの検知動作時における搬送コントロ
ーラの処理を示すフローチャート、有無情報を概念的に表す例示図および表示部に表示さ
れる紛失通知画面の例示図である。
【図１７】実施の形態に係る搬送コントローラによる進捗状況画面および回収状況画面の
表示に関する処理を示すフローチャートである。
【図１８】実施の形態に係る表示部に表示される進捗状況画面および回収状況画面の例示
図である。
【図１９】実施の形態に係る変更例において、検体ラックの搬送経路を模式的に示す図お
よび搬送ユニットの供給位置付近に配された反射型のセンサを上から見た場合の平面図で
ある。
【図２０】実施の形態に係る検体処理ユニットの変更例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　本実施の形態は、血液に関する検査および分析を行うための検体処理システムに本発明
を適用したものである。本実施の形態に係る検体処理システムは、３台の測定ユニットと
、１台の塗抹標本作製装置を備えている。３台の測定ユニットでは、血液分析が並行して
行われ、その分析結果に基づき塗抹標本の作製が必要である場合に、塗抹標本作製装置に
より塗抹標本が作製される。
【００３２】
　以下、本実施の形態に係る検体処理システムについて、図面を参照して説明する。
【００３３】
　図１は、検体処理システム１を上側から見た場合の構成を模式的に示す平面図である。
本実施の形態に係る検体処理システム１は、回収ユニット２１と、投入ユニット２２と、
送出ユニット２３と、搬送ユニット３１～３４と、３台の測定ユニット４１と、情報処理
ユニット４２と、塗抹標本作製装置５と、搬送コントローラ６から構成されている。また
、本実施の形態の検体処理システム１は、通信ネットワークを介してホストコンピュータ
７と通信可能に接続されている。なお、以下、Ｘ軸正方向を左方向、Ｘ軸負方向を右方向
、Ｙ軸正方向を後方、Ｙ軸負方向を前方、Ｚ軸正方向を上方向、Ｚ軸負方向を下方向と称
することにする。
【００３４】
　回収ユニット２１と、投入ユニット２２と、送出ユニット２３は、それぞれ、１０本の
検体容器Ｔが保持可能な複数の検体ラックＬが載置可能となるよう構成されている。
【００３５】
　図２は、検体容器Ｔと検体ラックＬの構成を示す図である。同図（ａ）は、検体容器Ｔ
の外観を示す斜視図であり、同図（ｂ）は、１０本の検体容器Ｔが保持されている検体ラ
ックＬの外観を示す斜視図である。なお、同図（ｂ）には、検体ラックＬが投入ユニット
２２に載置されるときの向き（図１の座標軸）が併せて示されている。
【００３６】
　図２（ａ）を参照して、検体容器Ｔは、透光性を有するガラスまたは合成樹脂により構
成された管状容器であり、上端が開口している。内部には患者から採取された血液検体が
収容され、上端の開口は蓋部ＣＰにより密封されている。検体容器Ｔの側面には、バーコ
ードラベルＢＬ１が貼付されている。バーコードラベルＢＬ１には、検体ＩＤを示すバー
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コードが印刷されている。
【００３７】
　図２（ｂ）を参照して、検体ラックＬには、１０本の検体容器Ｔを垂直状態（立位状態
）で並べて保持することが可能となるよう、図示の如く保持位置１～１０に１０個の保持
部が形成されている。また、検体ラックＬのＹ軸正方向の側面には、図示の如く、バーコ
ードラベルＢＬ２が貼付されている。バーコードラベルＢＬ２には、ラックＩＤを示すバ
ーコードが印刷されている。
【００３８】
　図１に戻って、回収ユニット２１は、後述する回収ラインを通って回収された検体ラッ
クＬを収容する。また、回収ユニット２１は、容器有無検知ユニットＥにより、回収する
検体ラックＬの各保持位置に検体容器Ｔが保持されているか否か（検体容器Ｔの有無）を
検知する。また、回収ユニット２１は、後述するバーコードリーダ２４３により、回収す
る検体ラックＬのラックＩＤを読み取る。
【００３９】
　投入ユニット２２は、ユーザが投入した検体ラックＬを収容し、収容している検体ラッ
クＬを送出ユニット２３に送出する。ユーザは、検体の測定を開始する場合、まず、検体
を収容する検体容器Ｔを検体ラックＬにセットし、この検体ラックＬを投入ユニット２２
に載置する。しかる後に、この検体ラックＬが下流側（左側）のユニット（装置）に搬送
され、測定が行われる。
【００４０】
　送出ユニット２３は、バーコードユニットＢにより、投入ユニット２２から送出された
検体ラックＬのラックＩＤと、検体ラックＬの保持位置に対応付けられた検体容器Ｔの検
体ＩＤを読み取り、併せて、この検体ラックＬの各保持位置における検体容器Ｔの有無を
検知する。しかる後、送出ユニット２３は、バーコードユニットＢにより読み取られた情
報と検知された情報を搬送コントローラ６へ送信し、読み取りと検知が完了した検体ラッ
クＬを搬送ユニット３１に送出する。
【００４１】
　搬送ユニット３１～３４は、検体ラックＬの受け渡しが可能となるよう左右方向に互い
に接続されている。搬送ユニット３１の右端は、検体ラックＬの受け渡しが可能となるよ
う送出ユニット２３に接続されている。搬送ユニット３１～３３は、図示の如く、それぞ
れ、３台の測定ユニット４１の前方に配置されており、搬送ユニット３４は、図示の如く
、塗抹標本作製装置５の前方に配置されている。
【００４２】
　搬送ユニット３１～３３には、図示の如く、それぞれに対応する測定ユニット４１に検
体ラックＬが搬送される場合と搬送されない場合とに分けて、２通りの搬送ラインが設定
されている。すなわち、測定ユニット４１で測定が行われる場合は、後方のコの字型の矢
印で示された“測定ライン”に沿って検体ラックＬが搬送される。測定ユニット４１で測
定が行われず、下流側（左側）で測定または塗抹標本の作製が行われる場合は、当該測定
ユニット４１をスキップするよう、中段の左向きの矢印で示された“供給ライン”に沿っ
て検体ラックＬが搬送される。また、搬送ユニット３１～３３には、図示の如く、検体ラ
ックＬを回収ユニット２１に搬送するための右向きの搬送ラインが設定されている。すな
わち、下流側（左側）で測定または塗抹標本の作製が行われる必要がなくなった検体ラッ
クＬは、前方の右向きの矢印で示された“回収ライン”に沿って搬送され、回収ユニット
２１に回収される。
【００４３】
　なお、搬送ユニット３４にも、搬送ユニット３１～３３と同様、図示の如く、測定ライ
ンと、供給ラインと、回収ラインとが設定されている。搬送ユニット３４は、搬送ユニッ
ト３４の測定ライン上の所定の位置において、バーコードユニットＤにより、検体ラック
Ｌの保持位置に対応付けられた検体容器Ｔの検体ＩＤを読み取り、併せて、この検体ラッ
クＬの各保持位置における検体容器Ｔの有無を検知する。
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【００４４】
　３台の測定ユニット４１は、それぞれ前方に配置された搬送ユニット３１～３３の測定
ライン上の所定の位置（図中点線矢印）において、検体ラックＬから検体容器Ｔを抜き出
して、この検体容器Ｔに収容された検体を測定する。
【００４５】
　すなわち、測定ユニット４１は、まず、検体ラックＬから抜き出した検体容器Ｔを、装
置内の検体容器セット部４１１ａ（図８参照）にセットして、測定ユニット４１内に移動
させる。続いて、測定ユニット４１は、装置内のバーコードユニットＣにより、この検体
容器Ｔの検体ＩＤを読み取り、併せて、検体容器セット部４１１ａにおける検体容器Ｔの
有無を検知する。しかる後、測定ユニット４１は、この検体容器Ｔに収容されている検体
を測定する。測定ユニット４１内で測定が完了すると、測定ユニット４１は、この検体容
器Ｔを再び元の検体ラックＬの保持位置に戻す。
【００４６】
　情報処理ユニット４２は、３台の測定ユニット４１と通信可能に接続されており、３台
の測定ユニット４１の動作を制御する。また、情報処理ユニット４２は、ホストコンピュ
ータ７と通信ネットワークを介して通信可能に接続されており、バーコードユニットＣで
検体ＩＤが読み取られると、ホストコンピュータ７に測定オーダの問い合わせを行う。し
かる後、情報処理ユニット４２は、ホストコンピュータ７から受信した測定オーダに基づ
き、測定ユニット４１の測定動作を制御する。また、情報処理ユニット４２は、測定ユニ
ット４１で行われた測定結果に基づいて分析を行う。
【００４７】
　塗抹標本作製装置５は、前方に配置された搬送ユニット３４の測定ライン上の所定の位
置（図中点線矢印）において、検体容器Ｔに収容されている検体を吸引して、この検体の
塗抹標本を作製する。なお、塗抹標本の作製の要否は、情報処理ユニット４２で行われる
分析結果に基づいて、搬送コントローラ６によって判定される。搬送コントローラ６によ
り塗抹標本の作製が必要と判定されると、対象となる検体を収容する検体ラックＬは、搬
送ユニット３４の測定ラインに沿って搬送され、塗抹標本作製装置５において塗抹標本の
作製が行われる。
【００４８】
　搬送コントローラ６は、回収ユニット２１と、投入ユニット２２と、送出ユニット２３
と、搬送ユニット３１～３４と通信可能に接続されており、各ユニットの駆動を制御する
。また、搬送コントローラ６は、ホストコンピュータ７と通信ネットワークを介して通信
可能に接続されている。搬送コントローラ６は、送出ユニット２３から検体ＩＤを受信す
ると、ホストコンピュータ７に測定オーダの問い合わせを行う。しかる後、搬送コントロ
ーラ６は、ホストコンピュータ７から受信した測定オーダに基づき、送出ユニット２３か
ら送出される検体ラックＬの搬送先を決定し、検体ラックＬが搬送先に搬送されるよう、
各装置（ユニット）を制御する。
【００４９】
　図３は、回収ユニット２１と、投入ユニット２２と、送出ユニット２３を上側からみた
場合の構成を示す平面図である。
【００５０】
　投入ユニット２２の搬送路２２１上に検体ラックＬが投入されると、ラック送込機構２
２２が検体ラックＬの前端に係合した状態で後方に移動し、この検体ラックＬが搬送路２
２１の後方位置に送られる。搬送路２２１の後方位置に位置付けられた検体ラックＬは、
ラック送出機構２２３によって検体ラックＬの右側面が押されることにより、送出ユニッ
ト２３の搬送路２３１の後方位置に送出される。
【００５１】
　送出ユニット２３の搬送路２３１の後方位置の近傍には、図示の如く、反射型のセンサ
２３２が配されている。センサ２３２により、投入ユニット２２から送出された検体ラッ
クＬが搬送路２３１の後方位置に位置付けられたことが検知されると、バーコードユニッ
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トＢにより、ラックＩＤと、検体ラックＬの保持位置に対応付けられた検体ＩＤが読み取
られ、併せて、この検体ラックＬの各保持位置における検体容器Ｔの有無が検知される。
なお、バーコードユニットＢの詳細な構成については、追って図５を参照して説明する。
【００５２】
　続いて、バーコードユニットＢによる読み取りと検知が終了した検体ラックＬは、ラッ
ク送込機構２３３により、搬送路２３１の後方位置から検体ラックＬの前後方向の幅だけ
前方に移動した位置に送られる。続いて、ラック送込機構２３４が検体ラックＬの後方の
側面に係合した状態で前方に移動し、この検体ラックＬが搬送路２３１の前方位置に送ら
れる。搬送路２３１の前方位置に位置付けられた検体ラックＬは、ラック送出機構２３５
によって検体ラックＬの右側面が押されることにより、左方向に移動される。
【００５３】
　この場合に、検体ラックＬが、搬送路２３１の前方位置から僅かに左側に移動されて、
検体ラックＬのバーコードラベルＢＬ２が、バーコードリーダ２３６の前方に位置付けら
れると、バーコードリーダ２３６によりラックＩＤが読み取られる。送出ユニット２３は
、バーコードリーダ２３６によりラックＩＤを読み取ると、搬送コントローラ６に、この
ラックＩＤと共に搬出要求を送信する。搬送コントローラ６は、受信したラックＩＤに基
づいて、この検体ラックＬの搬送先となる測定ユニット４１または塗抹標本作製装置５を
決定する。しかる後、この検体ラックＬは、ラック送出機構２３５によってさらに左方向
に押し出され、搬送ユニット３１に送出される。
【００５４】
　次に、測定ユニット４１または塗抹標本作製装置５から、回収ラインに沿って送出ユニ
ット２３に送出された検体ラックＬは、送出ユニット２３のベルト２３７と、投入ユニッ
ト２２のベルト２２４と、回収ユニット２１のベルト２１３によって、回収ユニット２１
の前方位置（ベルト２１３の右端位置）に位置付けられる。
【００５５】
　回収ユニット２１の前方位置の近傍には、図示の如く、反射型のセンサ２１４が配され
ている。センサ２１４により、検体ラックＬが回収ユニット２１の前方位置に位置付けら
れたことが検知されると、容器有無検知ユニットＥにより、この検体ラックＬの各保持位
置における検体容器Ｔの有無が検知される。また、検体ラックＬが回収ユニット２１の前
方位置に位置づけられる際に、バーコードリーダ２４３により検体ラックＬのラックＩＤ
が読み取られる。なお、容器有無検知ユニットＥの詳細な構成については、追って図６を
参照して説明する。
【００５６】
　続いて、容器有無検知ユニットＥによる検知が終了した検体ラックＬは、ラック押出し
機構２１５により、回収ユニット２１の前方位置から搬送路２１１上に押し出される。し
かる後、ラック送込機構２１２が検体ラックＬの前方の側面に係合した状態で後方に移動
し、この検体ラックＬが搬送路２１１の後方位置に送られる。こうして、測定の終了した
検体容器Ｔを保持する検体ラックＬは、回収ユニット２１の搬送路２１１上の後方に順次
回収される。
【００５７】
　図４は、バーコードユニットＢ、Ｃ、Ｄと、容器有無検知ユニットＥの動作を説明する
図である。同図（ａ）～（ｅ）は、何れも各ユニットを上側から見た場合の構成を模式的
に示す平面図である。
【００５８】
　図４（ａ）は、バーコードユニットＢを示す図である。バーコードユニットＢは、図示
の如く、左右（Ｘ軸方向）に併設された２つの読取部Ｂ１、Ｂ２を備えている。読取部Ｂ
１、Ｂ２は、それぞれ、２つのローラＢ１１と、ローラＢ２１と、ベースＢ３０と、バー
コードリーダＢ３１を備えている。
【００５９】
　読取部Ｂ１、Ｂ２において、２つのローラＢ１１は、Ｚ軸を中心として回転するよう構
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成されており、ベースＢ３０上をＹ軸方向に移動可能となるよう構成されている。ローラ
Ｂ２１は、Ｚ軸を中心として回転駆動するよう構成されており、ベースＢ３０上に固定さ
れている。バーコードリーダＢ３１は、ベースＢ３０に固定されており、前方（Ｙ軸負方
向）に位置付けられたバーコードを読み取る。ベースＢ３０は、送出ユニット２３の後方
位置において、左右方向に移動可能となるよう構成されている。
【００６０】
　バーコードリーダＢ３１が、検体ラックＬの対象となる保持位置の正面（Ｙ軸正方向側
）に位置付けられると、まず、２つのローラＢ１１が、検体容器Ｔの側面に接するように
前方（Ｙ軸負方向）に移動される。なお、検体容器Ｔの前方（Ｙ軸負方向）の側面はロー
ラＢ２１に接している。
【００６１】
　このとき、後述するように検体容器Ｔが保持されていることが検知されると、ローラＢ
２１が回転駆動されることにより、検体容器ＴがＺ軸を中心として回転され、検体容器Ｔ
の回転中にバーコードリーダＢ３１によりバーコードラベルＢＬ１が読み取られる。他方
、後述するように検体容器Ｔが保持されていないことが検知されると、ローラＢ２１がＹ
軸正方向に戻され、この保持位置に対してバーコードリーダＢ３１による読み取りは行わ
れない。なお、バーコードリーダＢ３１が、検体ラックＬの保持位置１と２の間に貼付さ
れたバーコードラベルＢＬ２（図２（ｂ）参照）を読み取る場合には、ローラＢ１１は前
方に移動されない。
【００６２】
　なお、読取部Ｂ１のバーコードリーダ３１により、ラックＩＤと、保持位置１～５にお
ける検体ＩＤの読み取りと検体容器Ｔの有無の検知が行われ、読取部Ｂ２のバーコードリ
ーダ３１により、保持位置６～１０における検体ＩＤの読み取りと検体容器Ｔの有無の検
知が行われる。このとき、読取部Ｂ１、Ｂ２のバーコードリーダ３１は、読取部Ｂ１、Ｂ
２が右方向（Ｘ軸負方向）に移動されることにより、左から順にバーコードの読み取りと
検体容器Ｔの有無の検知を行う。
【００６３】
　図４（ｃ）は、バーコードユニットＣを示す図である。バーコードユニットＣは、図示
の如く、２つのローラＣ１１と、ローラＣ２１と、ベースＣ３０と、バーコードリーダＣ
３１を備えている。ベースＣ３０とバーコードリーダＣ３１は、測定ユニット４１の内部
に固定されている。
【００６４】
　測定ユニット４１の前方に配置された搬送ユニットの測定ライン上の所定の位置におい
て、検体ラックＬから抜き出された検体容器Ｔは、検体容器セット部４１１ａにより、バ
ーコードリーダＣ３１の正面（Ｘ軸負方向）に位置付けられる。続いて、バーコードリー
ダＣ３１は、正面方向（Ｘ軸負方向）に対して、同図（ａ）、（ｂ）で示した手順と同様
に、検体ＩＤの読み取りと検体容器Ｔの有無の検知を行う。
【００６５】
　図４（ｄ）は、バーコードユニットＤを示す図である。バーコードユニットＤは、図示
の如く、２つのローラＤ１１と、ローラＤ２１と、ベースＤ３０と、バーコードリーダＤ
３１を備えている。ベースＤ３０とバーコードリーダＤ３１は、搬送ユニット３４の測定
ラインの近傍に固定されている。この場合も、バーコードリーダＤ３１は、正面方向（Ｙ
軸正方向）に対して、バーコードユニットＣと同様に、検体ＩＤの読み取りと検体容器Ｔ
の有無の検知を行う。
【００６６】
　図４（ｅ）は、容器有無検知ユニットＥを示す図である。容器有無検知ユニットＥは、
図示の如く、センサＥ１１と、接触部Ｅ１３と、ベースＥ２０を備えている。センサＥ１
１は、接触部Ｅ１３が検体容器Ｔの蓋部ＣＰに当接したことを検出するよう構成されてい
る。接触部Ｅ１３は、ベースＥ２０に対してＺ軸方向に移動可能となるよう構成されてい
る。ベースＥ２０は、回収ユニット２１の前方位置において、左右方向（Ｘ軸方向）に移
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動可能となるよう構成されている。
【００６７】
　容器有無検知ユニットＥが、検体ラックＬの各保持位置における検体容器Ｔの有無を検
知する場合、まず、対象となる保持位置の真上（Ｚ軸正方向）に接触部Ｅ１３が位置付け
られるよう、ベースＥ２０が左右方向に移動される。続いて、接触部Ｅ１３が真下（Ｚ軸
負方向）に移動される。この保持位置に検体容器Ｔが保持されている場合、センサＥ１１
により、接触部Ｅ１３が検体容器Ｔの蓋部ＣＰに当接したことが検出され、この保持位置
に検体容器Ｔが保持されていることが分かる。他方、この保持位置に検体容器Ｔが保持さ
れていない場合、接触部Ｅ１３が蓋部ＣＰに当接することなく下方向に移動し、センサＥ
１１により、接触部Ｅ１３が検体容器Ｔの蓋部ＣＰに当接したことが検出されない。これ
により、この保持位置に検体容器Ｔが保持されていないことが分かる。
【００６８】
　図５は、バーコードユニットＢの詳細な構成を示す図である。なお、バーコードユニッ
トＣ、Ｄも、バーコードユニットＢと略同様に構成されるため、ここでは説明を省略する
。
【００６９】
　同図（ａ）は、ローラＢ１１とローラＢ２１の近傍を上側から見た場合の平面図であり
、同図（ｂ）は、バーコードユニットＢを左側から（Ｘ軸負方向に）見た場合の側面図で
あり、同図（ｃ）は、支持部Ｂ３３、Ｂ３４近傍を前方から（Ｙ軸正方向に）見た場合の
側面図である。
【００７０】
　同図（ａ）、（ｂ）を参照して、支持体Ｂ１０には、２つのローラＢ１１と、軸Ｂ１５
と、遮光板Ｂ１８が装着されている。また、支持体Ｂ１０は、ベースＢ３０に設置されＹ
軸方向に伸びたガイド（図示せず）により、Ｚ軸方向に移動可能となるよう支持されてい
る。ベースＢ３０には、プーリＢ１３ａ、Ｂ１３ｂと、ステッピングモータＢ１４と、バ
ーコードリーダＢ３１と、発光部と受光部からなる透過型のセンサＢ３８を支持するセン
サ台Ｂ３９が設置されている。センサ台Ｂ３９は、ベースＢ３０のＹ－Ｚ平面に平行な側
面から、Ｘ軸正方向に突出するように設置されている。
【００７１】
　２つのローラＢ１１は、支持体Ｂ１０によってＺ軸を中心として回転可能となるよう支
持されている。ベルトＢ１２は、プーリＢ１３ａ、Ｂ１３ｂに掛け渡されている。プーリ
Ｂ１３ａは、ステッピングモータＢ１４の軸にＺ軸を中心として回転可能となるよう設置
され、プーリＢ１３ｂは、ベースＢ３０にＺ軸を中心として回転可能となるよう設置され
ている。ステッピングモータＢ１４が駆動されることにより、ベルトＢ１２がプーリＢ１
３ａ、Ｂ１３ｂの周りを移動する。
【００７２】
　軸Ｂ１５には、支持部Ｂ１６とバネＢ１７が通されている。支持部Ｂ１６は、軸Ｂ１５
に沿ってＹ軸方向に所定幅だけ移動可能となっている。支持部Ｂ１６には、鍔部Ｂ１６ａ
が形成されており、鍔部Ｂ１６ａは、ベルトＢ１２に固定されている。バネＢ１７は、伸
長作用により、支持部Ｂ１６をＹ軸正方向に押している。
【００７３】
　ここで、ベルトＢ１２がプーリＢ１３ａ、Ｂ１３ｂの周りを移動すると、鍔部Ｂ１６ａ
を含む支持部Ｂ１６はＹ軸方向に移動する。鍔部Ｂ１６ａがＹ軸負方向に移動されると、
支持部Ｂ１６がバネＢ１７をＹ軸負方向に押し、支持体Ｂ１０がＹ軸負方向に移動する。
他方、鍔部Ｂ１６ａがＹ軸正方向に移動されると、支持部Ｂ１６が、支持体Ｂ１０のＹ軸
正方向側のＸ－Ｚ平面に平行な側面をＹ軸正方向に押すことにより、支持体Ｂ１０がＹ軸
正方向に移動する。
【００７４】
　遮光板Ｂ１８には、Ｘ軸に垂直な平面である遮光部Ｂ１８ａ、Ｂ１８ｂが形成されてい
る。遮光部Ｂ１８ａ、Ｂ１８ｂは、支持体Ｂ１０がＹ軸方向に移動されると、センサＢ３
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８の発光部と受光部の間に位置付けられるよう構成されている。バーコードリーダＢ３１
が、対象となる検体ラックＬの保持位置の正面（Ｙ軸正方向）に位置付けられると、同図
（ａ）、（ｂ）に示す如く、センサＢ３８の発光部と受光部の間に遮光部Ｂ１８ａが位置
付けられた状態から、支持体Ｂ１０がＹ軸負方向に移動される。
【００７５】
　ここで、バーコードリーダＢ３１の正面に位置付けられた検体ラックＬの保持位置に検
体容器Ｔが保持されている場合、支持体Ｂ１０がＹ軸負方向に移動されると、２つのロー
ラＢ１１が検体容器Ｔの側面に当接する。このとき、支持部Ｂ１６は、ベルトＢ１２の動
きに合わせて、バネＢ１７を縮めながらＹ軸負方向へ移動するものの、支持体Ｂ１０はさ
らにＹ軸負方向へ移動することがない。このため、支持部Ｂ１６が所定の幅だけ移動した
ときに、遮光部Ｂ１８ｂがセンサＢ３８の発光部と受光部の間に位置付けられなければ、
この保持位置に検体容器Ｔが保持されていることが分かる。
【００７６】
　他方、バーコードリーダＢ３１のＹ軸負方向に位置付けられた検体ラックＬの保持位置
に検体容器Ｔが保持されていない場合、支持体Ｂ１０が所定の幅だけＹ軸負方向に移動す
ると、遮光部Ｂ１８ｂがセンサＢ３８の発光部と受光部の間に位置付けられる。これによ
り、この保持位置に検体容器Ｔが保持されていないことが分かる。
【００７７】
　このように支持体Ｂ１０を駆動するための機構が構成されると、支持体Ｂ１０がＹ軸方
向に移動される場合に、ステッピングモータＢ１４から得られる支持部Ｂ１６の移動幅と
、センサＢ３８の出力信号により、バーコードリーダＢ３１の正面に位置付けられた検体
ラックＬの保持位置における検体容器Ｔの有無が検知される。また、検体容器Ｔが保持さ
れていることが検知されると、バーコードリーダＢ３１により検体容器Ｔの検体ＩＤが読
み取られる。
【００７８】
　同図（ｂ）を参照して、支持体Ｂ２０には、ローラＢ２１と、軸Ｂ２２と、プーリＢ２
４ｂが装着されている。支持体Ｂ２０は、ベースＢ３０にネジ止めされている。
【００７９】
　ローラＢ２１にはＺ軸方向に貫通する孔が形成されている。軸Ｂ２２は、この孔を貫通
してローラＢ２１を支持している。また、軸Ｂ２２の両端は、支持体Ｂ２０により、Ｚ軸
を中心として回転可能となるよう支持されている。ベルトＢ２３は、プーリＢ２４ａ、Ｂ
２４ｂに掛け渡されている。プーリＢ２４ａは、ステッピングモータＢ２５の軸にＺ軸を
中心として回転可能となるよう設置され、プーリＢ２４ｂは、支持体Ｂ２０と支軸Ｂ２２
に、Ｚ軸を中心として回転可能となるよう設置されている。ステッピングモータＢ２５は
、ベースＢ３０に設置されている。
【００８０】
　このようにローラＢ２１を駆動するための機構が構成されると、ステッピングモータＢ
２５が駆動されることにより、ベルトＢ２３がプーリＢ２４ａ、Ｂ２４ｂの周りを移動す
る。これにより、軸Ｂ２２とローラＢ２１がＺ軸を中心として回転される。
【００８１】
　同図（ｂ）、（ｃ）を参照して、ベースＢ３０の下面（Ｚ軸負方向側の面）には、バー
コードリーダＢ３１と、受け部Ｂ３２と、２つのベルトＢ３５と、２つのプーリＢ３６ａ
と、２つのプーリＢ３６ｂと、２つのステッピングモータＢ３７とが配されている。
【００８２】
　バーコードリーダＢ３１と受け部Ｂ３２は、ベースＢ３０の下面に設置されている。支
持部Ｂ３３、Ｂ３４は、それぞれ、読取部Ｂ１、Ｂ２（図４（ａ）参照）のベースＢ３０
の下面に設置されている。送出ユニット２３の後方（Ｙ軸正方向側の端）に設置された支
持部２３ａの上面には、Ｘ軸方向に伸びたガイド２３ｂが設置されている。ベースＢ３０
は、受け部Ｂ３２を介して、ガイド２３ｂ上をＸ軸方向に移動可能となるよう支持されて
いる。
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【００８３】
　２つのプーリＢ３６ａと、２つのプーリＢ３６ｂは、送出ユニット２３の支持部２３ａ
のＹ軸正方向側の側面に、Ｙ軸を中心として回転可能となるよう設置されている。２つの
ベルトＢ３５は、図示の如く、プーリＢ３６ａ、Ｂ３６ｂに掛け渡されている。支持部Ｂ
３３、Ｂ３４は、それぞれ、上側と下側のベルトＢ３５に固定されている。２つのステッ
ピングモータＢ３７は、支持部２３ａ内に設置されており、２つのプーリＢ３６ａに接続
されている。
【００８４】
　このようにベースＢ３０を駆動するための機構が構成されると、２つのステッピングモ
ータＢ３７が駆動されることにより、２つのベルトＢ３５がプーリＢ３６ａ、Ｂ３６ｂの
周りを移動する。これにより、支持部Ｂ３３、Ｂ３４がＸ軸方向に移動されて、読取部Ｂ
１、Ｂ２のベースＢ３０が、Ｘ軸方向に個別に移動される。
【００８５】
　図６は、容器有無検知ユニットＥの詳細な構成を示す図である。
【００８６】
　同図（ａ）は、容器有無検知ユニットＥを右側から（Ｘ軸正方向に）見た場合の側面図
であり、同図（ｂ）は、容器有無検知ユニットＥを上側から見た場合の平面図である。な
お、容器有無検知ユニットＥの下方向（Ｚ軸負方向）には、ベースＥ２０をＸ軸方向に移
動するための機構が構成されているが、かかる機構は図５に示したバーコードユニットＢ
と同様であるため、ここでは図示を省略する。
【００８７】
　図６（ａ）、（ｂ）を参照して、支持体Ｅ１０には、発光部と受光部からなる透過型の
センサＥ１１と、遮光板Ｅ１２と、接触部Ｅ１３と、受け部Ｅ１４と、上板部Ｅ１５と、
軸Ｅ１６が装着されている。ベースＥ２０には、プーリＥ２２ａ、Ｅ２２ｂと、ステッピ
ングモータＥ２３と、発光部と受光部からなる透過型のセンサＥ２４、Ｅ２５と、ガイド
Ｅ２６が設置されている。
【００８８】
　センサＥ１１は、後述する遮光板Ｅ１９が、センサＥ１１の発光部と受光部の間に位置
付けられているか否かを検出する。遮光板Ｅ１２は、支持体Ｅ１０がＺ軸方向に移動する
場合に、センサＥ２４の発光部と受光部の間、および、センサＥ２５の発光部と受光部の
間に位置付けられる。接触部Ｅ１３は、支持体Ｅ１０のＹ軸正方向の端の下面（Ｚ軸負方
向側の面）に設置されている。接触部Ｅ１３は、接触部Ｅ１３の真下（Ｚ軸負方向）に検
体容器Ｔがある場合に、同図（ａ）の状態から、支持体Ｅ１０がＺ軸負方向に移動される
と、検体容器Ｔの蓋部ＣＰに当接する。受け部Ｅ１４は、ガイドＥ２６に設置されており
、ガイドＥ２６に沿ってＺ軸方向に移動可能となっている。これにより、支持体Ｅ１０は
、受け部Ｅ１４を介してＺ軸方向に移動可能となっている。
【００８９】
　上板部Ｅ１５は、軸Ｅ１６のＺ軸正方向側の端部を支持している。支持体Ｅ１０には、
鍔部Ｅ１０ａが形成されており、鍔部Ｅ１０ａは、軸Ｅ１６のＺ軸負方向側の端部を支持
している。軸Ｅ１６には、支持部Ｅ１７とバネＥ１８が通されている。支持部Ｅ１７は、
ベルトＥ２１に固定されており、軸Ｅ１６に沿ってＺ軸方向に所定幅だけ移動可能となっ
ている。バネＥ１８は、伸長作用により、支持部Ｅ１７をＺ軸正方向に押している。支持
部Ｅ１７には、遮光板Ｅ１９が設置されている。
【００９０】
　ベルトＥ２１は、プーリＥ２２ａ、Ｅ２２ｂに掛け渡されている。プーリＥ２２ａは、
ステッピングモータＥ２３の軸にＹ軸を中心として回転可能となるよう設置され、プーリ
Ｅ２２ｂは、ベースＥ２０にＺ軸を中心として回転可能となるよう設置されている。ステ
ッピングモータＥ２３が駆動されることにより、ベルトＥ２１がプーリＥ２２ａ、Ｅ２２
ｂの周りを移動する。
【００９１】
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　ここで、ベルトＥ２１がプーリＥ２２ａ、Ｅ２２ｂの周りを移動すると、支持部Ｅ１７
はＺ軸方向に移動する。支持部Ｅ１７がＺ軸負方向に移動すると、バネＥ１８からの力を
受けて、支持体Ｅ１０がＺ軸負方向に移動する。また、支持部Ｅ１７がＺ軸正方向に移動
すると、支持部Ｅ１７により上板部Ｅ１５がＺ軸正方向に押されて、支持体Ｅ１０がＺ軸
正方向に移動する。
【００９２】
　接触部Ｅ１３の真下（Ｚ軸負方向）に検体容器Ｔが位置付けられている場合、遮光板Ｅ
１２がセンサＥ２４に位置付けられた状態から支持体Ｅ１０がＺ軸負方向に移動されると
、遮光板Ｅ１９は、センサＥ１１の発光部と受光部の間に位置付けられる。すなわち、接
触部Ｅ１３が検体容器Ｔの蓋部ＣＰの上面に当接すると、支持体Ｅ１０はさらに下方向に
移動することがないものの、支持部Ｅ１７は、ベルトＥ２１の動きに合わせて、バネＥ１
８を縮めながら下方向（Ｚ軸負方向）に移動する。これにより、遮光板Ｅ１９がセンサＥ
１１の発光部と受光部の間に位置付けられるため、接触部Ｅ１３の真下に検体容器Ｔが位
置付けられていることが分かる。
【００９３】
　他方、接触部Ｅ１３の真下（Ｚ軸負方向）に検体容器Ｔが位置付けられていない場合、
遮光板Ｅ１２がセンサＥ２４に位置付けられた状態から支持体Ｅ１０がＺ軸負方向に移動
されても、遮光板Ｅ１９は、センサＥ１１の発光部と受光部の間に位置付けられることは
なく、遮光板Ｅ１２はセンサＥ２５に位置付けられる。これにより、接触部Ｅ１３の真下
に検体容器Ｔが位置付けられていないことが分かる。
【００９４】
　このように支持体Ｅ１０を駆動するための機構が構成されると、支持体Ｅ１０が下方向
（Ｚ軸負方向）に移動されるときに、センサＥ１１の出力信号により、接触部Ｅ１３の下
方向に位置付けられた検体ラックＬの保持位置における検体容器Ｔの有無が検知される。
【００９５】
　図７は、搬送ユニット３１～３３を上側から見た場合の構成を示す平面図である。搬送
ユニット３１～３３は、右テーブル３１０と、ラック搬送部３２０と、左テーブル３３０
と、ラック搬送部３４０、３５０とを備えている。右テーブル３１０と、ラック搬送部３
２０と、左テーブル３３０とにより、図１の測定ラインが構成される。また、ラック搬送
部３４０により図１の供給ラインが構成され、ラック搬送部３５０により図１の回収ライ
ンが構成される。なお、搬送ユニット３１～３３は、同様の構成である。
【００９６】
　上流側（右側）から送出された検体ラックＬに対する測定が、この搬送ユニットに対応
する測定ユニット４１で行われない場合、この検体ラックＬは、ラック搬送部３４０のベ
ルト３４１ａ、３４１ｂにより、ラック搬送部３４０の右端から左端へと供給ラインに沿
って直線的に送られる。ラック搬送部３４０の左端近傍には、透過型のセンサ３４４ａ、
３４４ｂが設置されている。センサ３４４ａ、３４４ｂにより、ラック搬送部３４０の左
端位置に位置付けられた検体ラックＬが検出される。
【００９７】
　次に、上流側（右側）から送出された検体ラックＬに対する測定が、この搬送ユニット
に対応する測定ユニット４１で行われる場合、この検体ラックＬは、ラック搬送部３４０
の右端位置に位置付けられる。すなわち、壁部３４２ａが、図示の状態から供給ライン上
に僅かに出るよう、ラック押出し機構３４２が後方に移動される。これにより、上流側か
ら送出された検体ラックＬは壁部３４２ａに当たって停止する。また、ラック搬送部３４
０の右端位置の近傍には、透過型のセンサ３４３ａ、３４３ｂが設置されている。センサ
３４３ａ、３４３ｂにより、ラック搬送部３４０の右端位置に位置付けられた検体ラック
Ｌが検出される。
【００９８】
　続いて、ラック押出し機構３４２がさらに後方に移動することにより、この検体ラック
Ｌが右テーブル３１０の搬送路３１１の前端に押し出される。透過型のセンサ３１２ａ、
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３１２ｂにより、搬送路３１１上の検体ラックＬが検出されると、ラック送込機構３１３
が検体ラックＬの前端に係合した状態で後方に移動し、検体ラックＬが後方に送られる。
検体ラックＬがラック搬送部３２０の右端位置まで送られると、ベルト３２１ａ、３２１
ｂが駆動され、検体ラックＬが左方向に送られる。なお、ベルト３２１ａ、３２１ｂは、
ステッピングモータ（図示せず）により駆動されるため、ラック搬送部３２０上の検体ラ
ックＬは、ステッピングモータのステップ数ごとに精度良く搬送される。
【００９９】
　その後、検体ラックＬは、容器センサ３２２の位置へと到達する。容器センサ３２２は
接触式のセンサである。容器センサ３２２の真下位置を検体ラックＬに保持された検体容
器Ｔが通過すると、容器センサ３２２の接触片が検体容器Ｔにより屈曲されて、検体容器
Ｔの存在が検出される。
【０１００】
　容器センサ３２２による検体容器Ｔの検出位置から検体容器Ｔ２つ分だけ左側の供給位
置において、測定ユニット４１のハンド部Ｆ１５ａ、Ｆ１５ｂ（図８（ａ）参照）が、検
体容器Ｔを把持して検体ラックＬから検体容器Ｔを取り出す。取り出された検体容器Ｔは
、測定ユニット４１内で測定に用いられた後、再び検体ラックＬに戻される。検体容器Ｔ
が検体ラックＬへ戻されるまでの間、検体ラックＬの搬送は待機される。
【０１０１】
　こうして、検体ラックＬに保持された検体容器Ｔのうち、この搬送ユニットに対応する
測定ユニット４１で処理を行う全ての検体容器Ｔの処理が終了すると、検体ラックＬは、
ベルト３２１ａ、３２１ｂによって、ラック搬送部３２０の左端位置まで送られる。しか
る後、検体ラックＬは、ラック押出し機構３２３により、左テーブル３３０の搬送路３３
１の後端に押し出される。透過型のセンサ３３２ａ、３３２ｂにより、搬送路３３１上に
ある検体ラックＬが検出されると、ラック送込機構３３３が検体ラックＬの後端に係合し
た状態で前方に移動する。これにより、検体ラックＬが前方に送られる。
【０１０２】
　左テーブル３３０の前方近傍には、透過型のセンサ３３４ａ、３３４ｂが設置されてい
る。センサ３３４ａ、３３４ｂにより、左テーブル３３０の前方位置に位置付けられた検
体ラックＬが検出される。
【０１０３】
　続いて、左テーブル３３０の前方にあって、ラック搬送部３４０と３５０の間にある仕
切り部３５２が開閉制御され、検体ラックＬが、ラック搬送部３４０、３５０の何れかに
位置付けられる。
【０１０４】
　検体ラックＬに保持されている何れかの検体容器Ｔについて、下流側にある測定ユニッ
ト４１または塗抹標本作製装置５において測定等の処理が必要である場合、仕切り部３５
２によりラック搬送部３４０、３５０が仕切られた状態で、検体ラックＬが、ラック送込
機構３３３によりラック搬送部３４０の左端位置まで移動される。しかる後、この検体ラ
ックＬは、ラック搬送部３４０のベルト３４１ｂによって下流側の搬送ユニットに送出さ
れる。
【０１０５】
　他方、検体ラックＬに保持されている検体容器Ｔについて、いずれも下流側にある測定
ユニット４１または塗抹標本作製装置５において測定等の処理が必要でない場合、仕切り
部３５２の上面が、ラック搬送部３４０のベルト３４１ｂの上面と同じ高さまで下げられ
、検体ラックＬが、ラック送込機構３３３によりラック搬送部３５０の左端位置まで移動
される。こうして、検体ラックＬが、ラック送込機構３３３によって、左テーブル３３０
からラック搬送部３４０を横切って、ラック搬送部３５０の左端位置まで移動される。ラ
ック搬送部３５０の左端位置に位置付けられた検体ラックＬは、ラック搬送部３５０の左
端位置近傍に設置された透過型のセンサ３５３ａ、３５３ｂにより検出される。しかる後
、この検体ラックＬは、ラック搬送部３５０のベルト３５１により、回収ラインに沿って
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右方向に移動される。回収ラインに沿って搬送された検体ラックＬは、回収ユニット２１
に収容される。
【０１０６】
　なお、搬送ユニット３４には、搬送ユニット３１～３３と同様の構成に加えて、ラック
搬送部３２０の右端近傍にバーコードユニットＤが設置されている。塗抹標本の作製が必
要と判断された検体を含む検体ラックＬが、搬送ユニット３４に搬送されると、この検体
ラックＬは測定ラインに沿って搬送される。このとき、検体ラックＬに保持されている検
体容器Ｔの検体ＩＤは、供給位置に到達する前に、バーコードユニットＤによって読み取
られる。検体容器Ｔが供給位置に位置付けられると、検体容器Ｔから検体が吸引され、塗
抹標本作製装置５において塗抹標本の作製が行われる。しかる後、この検体ラックＬは回
収ラインに沿って、回収ユニット２１に向けて右方向に搬送される。
【０１０７】
　図８（ａ）は、測定ユニット４１を上側から見た場合の構成を模式的に示す平面図であ
る。
【０１０８】
　ハンド部Ｆ１５ａ、Ｆ１５ｂは、供給位置に位置付けられた検体容器Ｔの蓋部ＣＰをＹ
軸方向から挟み込むことが可能となるよう構成されている。また、ハンド部Ｆ１５ａ、Ｆ
１５ｂは、Ｙ軸に平行な回転軸Ｆ１１に通されている。
【０１０９】
　検体容器搬送部４１１は、検体容器セット部４１１ａと、搬送機構部４１１ｂを含んで
いる。検体容器セット部４１１ａは、搬送機構部４１１ｂにより、供給位置から検体吸引
部４１２による吸引が可能となる位置まで、前後方向に移動可能となるよう構成されてい
る。搬送機構部４１１ｂは、図示しないベルトと、２つのプーリと、ステッピングモータ
を含んでいる。
【０１１０】
　検体容器Ｔが測定ライン上の供給位置に位置付けられると、ハンド部Ｆ１５ａ、Ｆ１５
ｂが、供給位置に位置付けられた検体容器Ｔに向けて、下方向（Ｚ軸負方向）に移動され
る。続いて、ハンド部Ｆ１５ａ、Ｆ１５ｂは、検体容器Ｔの蓋部ＣＰを把持し、把持した
検体容器Ｔを検体ラックＬから上方向（Ｚ軸正方向）に抜き出す。検体ラックＬから抜き
出された検体容器Ｔは、ハンド部Ｆ１５ａ、Ｆ１５ｂにより把持されたまま、回転軸Ｆ１
１がＹ軸を中心として回転することにより、同図（ｂ）に示すように複数回に亘って転倒
攪拌される。このとき、検体容器セット部４１１ａが、ハンド部Ｆ１５ａ、Ｆ１５ｂの真
下に位置付けられる。
【０１１１】
　検体容器Ｔの転倒攪拌が終了すると、ハンド部Ｆ１５ａ、Ｆ１５ｂが下方向（Ｚ軸負方
向）に移動され、検体容器Ｔが、検体容器セット部４１１ａにセットされる。続いて、検
体容器セット部４１１ａは、後方に移動され、バーコードユニットＣの正面（Ｘ軸負方向
）に位置付けられる。この状態で、バーコードユニットＣにより、図４（ｃ）を参照して
説明したように、検体ＩＤの読み取りと検体容器Ｔの有無の検知が行われる。バーコード
ユニットＣにより読み取られた情報と検知された情報は、情報処理ユニット４２に送信さ
れる。
【０１１２】
　次に、検体容器Ｔは、検体容器セット部４１１ａがさらに後方に移動されることにより
、検体吸引部４１２の真下（Ｚ軸負方向）に位置付けられる。検体吸引部４１２は、検体
吸引部４１２の真下に位置付けられている検体容器Ｔ内の検体を吸引する。
【０１１３】
　その後、検体容器Ｔは元の経路に沿って戻されて、再びハンド部Ｆ１５ａ、Ｆ１５ｂの
真下（Ｚ軸負方向）に位置付けられる。ハンド部Ｆ１５ａ、Ｆ１５ｂはこの検体容器Ｔを
把持して真上（Ｚ軸正方向）に移動させる。このとき、検体容器セット部４１１ａが後方
（Ｙ軸正方向）に移動される。続いて、ハンド部Ｆ１５ａ、Ｆ１５ｂが下方向（Ｚ軸負方
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向）に移動し、検体容器Ｔが元の検体ラックＬの保持位置に戻される。
【０１１４】
　試料調製部４１３は、複数の反応チャンバ（図示せず）を備えている。試料調製部４１
３は、反応チャンバ内で、検体吸引部４１２により吸引された検体と、試薬とを混合攪拌
し、測定用の試料を調製する。検出部４１４は、試料調製部４１３により調製された試料
を測定する。かかる測定により得られた測定データは、情報処理ユニット４２により分析
処理が行われる。
【０１１５】
　図９は、把持ユニットＦの詳細な構成を示す図である。
【０１１６】
　同図（ａ）は、把持ユニットＦを上側から（Ｚ軸負方向に）見た場合の平面図であり、
同図（ｂ）は、把持ユニットＦを右側から（Ｘ軸正方向に）見た場合の側面図である。
【０１１７】
　同図（ａ）、（ｂ）を参照して、支持体Ｆ１０には、回転軸Ｆ１１と、エアシリンダＦ
１２と、支持板Ｆ１３、Ｆ１４と、ハンド部Ｆ１５ａ、Ｆ１５ｂと、軸Ｆ１６と、バネＦ
１７が装着されている。
【０１１８】
　支持体Ｆ１０は、回転軸Ｆ１１の周りに回転可能に、ベースＦ２０に支持されている。
回転軸Ｆ１１は、支持体Ｆ１０のフランジ部Ｆ１０ａ、Ｆ１０ｂに固着されている。さら
に、回転軸Ｆ１１の一端は、ベースＦ２０のフランジ部Ｆ２０ａに回転可能に支持され、
他端は、ベースＦ２０に装着されたステッピングモータＦ１８の駆動軸に固定されている
。ステッピングモータＦ１８が駆動されると、回転軸Ｆ１１の周りに支持体Ｆ１０が回転
し、これと一体的に、エアシリンダＦ１２と、支持板Ｆ１３、Ｆ１４と、ハンド部Ｆ１５
ａ、Ｆ１５ｂと、軸Ｆ１６と、バネＦ１７が回転する。
【０１１９】
　回転軸Ｆ１１には、ハンド部Ｆ１５ａ、Ｆ１５ｂが通されている。ハンド部Ｆ１５ａは
、回動軸Ｆ１１に沿って移動可能である。ハンド部Ｆ１５ａ、Ｆ１５ｂには、それぞれ、
支持板Ｆ１４、Ｆ１３が固定されている。支持板Ｆ１３は、支持体Ｆ１０に装着された軸
Ｆ１６に固定されている。支持板Ｆ１４は、エアシリンダＦ１２から突出した軸Ｆ１２ａ
に連結されている。また、支持板Ｆ１４の孔が軸Ｆ１６に通されている。エアシリンダＦ
１２は、軸Ｆ１２ａをＹ軸方向に移動させる。エアシリンダＦ１２が駆動されると、その
駆動力が軸Ｆ１２ａと支持板Ｆ１４を介してハンド部Ｆ１５ａに伝達され、ハンド部Ｆ１
５ａが回転軸Ｆ１１に沿って移動する。
【０１２０】
　バネＦ１７の両端は、支持板Ｆ１３、Ｆ１４に固定されている。バネＦ１７は、伸長作
用により、支持板Ｆ１４をＹ軸負方向に押している。ステッピングモータＦ１８は、ベー
スＦ２０に設置されている。上記のとおり、ステッピングモータＦ１８の駆動軸には、回
転軸Ｆ１１のＹ軸方向の端部が固定されている。
【０１２１】
　次に、測定ユニット４１の内壁４１ａには、プーリＦ２１ａ、Ｆ２１ｂが、Ｙ軸を中心
として回転可能となるよう設置されている。また、内壁４１ａには、ステッピングモータ
Ｆ２３と、ガイド４１ｂが設置されている。プーリＦ２１ａは、ステッピングモータＦ２
３の軸にＹ軸を中心として回転可能となるよう設置されている。ベルトＦ２２は、プーリ
Ｆ２１ａ、Ｆ２１ｂに掛け渡されており、ベースＦ２０は、ベルトＦ２２に固定されてい
る。ベースＦ２０には、受け部Ｆ２４が設置されている。これにより、ベースＦ２０は、
受け部Ｆ２４を介して、ガイド４１ｂに沿ってＺ軸方向に移動可能となる。
【０１２２】
　このように把持ユニットＦが構成されると、図９（ａ）、（ｂ）に示す状態から、エア
シリンダＦ１２により軸Ｆ１２ａがバネＦ１７に逆らってＹ軸正方向に移動されると、ハ
ンド部Ｆ１５ａが回転軸Ｆ１１に沿ってＹ軸正方向に移動する。これにより、ハンド部Ｆ
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１５ａ、Ｆ１５ｂの間に位置付けられた検体容器Ｔの蓋部ＣＰが、ハンド部Ｆ１５ａ、Ｆ
１５ｂにより把持される。他方、ハンド部Ｆ１５ａ、Ｆ１５ｂにより蓋部ＣＰが把持され
ている状態から、エアシリンダＦ１２により軸Ｆ１２ａがＹ軸負方向に移動されると、ハ
ンド部Ｆ１５ａが同図（ａ）の位置に位置付けられ、把持されていた蓋部ＣＰが解放され
る。
【０１２３】
　また、ステッピングモータＦ１８が駆動されると、回転軸Ｆ１１がＹ軸を中心として回
転し、支持体Ｆ１０と共にハンド部Ｆ１５ａ、Ｆ１５ｂがＹ軸を中心として回転させられ
る。さらに、ステッピングモータＦ２３が駆動されると、ベルトＦ２２が移動し、ベース
Ｅ２０がＺ軸方向に移動する。
【０１２４】
　こうして、図８を参照して説明したように、把持ユニットＦにより、検体ラックＬから
検体容器Ｔが抜き出され、検体容器Ｔが転倒攪拌される。また、把持ユニットＦにより、
転倒攪拌が終了した検体容器Ｔは、検体容器セット部４１１ａにセットされ、測定が終了
した検体容器Ｔは、検体容器セット部４１１ａから抜き出され、元の検体ラックＬの保持
位置に戻される。
【０１２５】
　図１０は、検体処理システム１の各ユニット（装置）の相互の接続関係を模式的に示す
図である。
【０１２６】
　ここで、搬送ユニット３１～３３は、それぞれ、検体リレー部３ａ、検体供給部３ｂに
分けて図示されている。具体的には、検体リレー部３ａは、図７の左テーブル３３０と、
ラック搬送部３４０、３５０を含む部分であり、隣り合う２台の搬送ユニットのうちの一
方から検体ラックＬを受け取り、他方の搬送ユニットに搬送する。検体供給部３ｂは、図
７の右テーブル３１０とラック搬送部３２０を含む部分であり、測定ユニット４１による
検体の測定のために、検体ラックＬを供給位置に搬送する。
【０１２７】
　集線装置１１には、回収ユニット２１と、投入ユニット２２と、送出ユニット２３と、
３台の検体リレー部３ａと、搬送ユニット３４と、搬送コントローラ６が、通信可能とな
るよう接続されている。集線装置１２には、３台の検体リレー部３ａと、情報処理ユニッ
ト４２が通信可能となるよう接続されている。集線装置１３には、３台の検体供給部３ｂ
と、情報処理ユニット４２が通信可能となるよう接続されている。集線装置１４には、３
台の測定ユニット４１と情報処理ユニット４２が通信可能となるよう接続されている。
【０１２８】
　図１１は、搬送コントローラ６と、送出ユニット２３と、回収ユニット２１の構成の概
要を示す図である。
【０１２９】
　搬送コントローラ６は、制御部６０１と、通信部６０２と、ハードディスク６０３と、
表示部６０４を備える。また、制御部６０１はメモリ６０１ａを備える。
【０１３０】
　制御部６０１は、メモリ６０１ａまたはハードディスク６０３に記憶されているコンピ
ュータプログラムを実行することにより、他のユニット（装置）を制御する。メモリ６０
１ａは、ハードディスク６０３に記憶されているコンピュータプログラムの読み出しに用
いられる他、これらのコンピュータプログラムを実行するときに、作業領域としても利用
される。通信部６０２は、Ethernet（登録商標）規格に基づいて外部の装置とデータ通信
を行うための通信インターフェースを備え、集線装置１１との間でデータ通信を行う。
【０１３１】
　ハードディスク６０３には、他のユニット（装置）を制御するためのコンピュータプロ
グラムが記憶されている。また、ハードディスク６０３には、後述する検体容器Ｔの紛失
通知画面と、進捗画面と、検体容器Ｔの回収状況画面を、表示部６０４に表示するための
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コンピュータプログラムが記憶されている。表示部６０４は、ディスプレイ等で構成され
ており、制御部６０１から出力される映像信号に基づいて画像を表示する。
【０１３２】
　送出ユニット２３は、制御部２３８と、通信部２３９と、バーコード処理部２４０と、
駆動部２４１と、センサ部２４２を備える。また、制御部２３８はメモリ２３８ａを備え
る。
【０１３３】
　制御部２３８は、搬送コントローラ６の制御部６０１に従って、制御部２３８内のメモ
リ２３８ａに記憶されているコンピュータプログラムを実行することにより、送出ユニッ
ト２３内の各部を制御する。通信部２３９は、搬送コントローラ６の通信部６０２と同様
に、集線装置１１との間でデータ通信を行う。
【０１３４】
　バーコード処理部２４０は、図３に示したバーコードユニットＢとバーコードリーダ２
３６を含んでいる。バーコードユニットＢとバーコードリーダ２３６により読み取られた
バーコード情報は、制御部２３８に出力される。また、バーコードユニットＢにより検知
された検体容器Ｔの有無も、制御部２３８に出力される。制御部２３８は、バーコード処
理部２４０から受信した情報をメモリ２３８ａに記憶し、通信部２３９と集線装置１１を
介して、搬送コントローラ６に送信する。
【０１３５】
　駆動部２４１は、送出ユニット２３上の検体ラックＬを搬送するための機構と、この機
構を駆動するためのステッピングモータを含んでいる。センサ部２４２は、センサ２３２
の他、送出ユニット２３上の検体ラックＬを検出するためのセンサを含んでいる。センサ
部２４２は、検出信号を制御部２３８に出力する。
【０１３６】
　回収ユニット２１は、図示の如く、送出ユニット２３のバーコード処理部２４０の替わ
りに、容器有無検知ユニットＥが追加された構成となっている。
【０１３７】
　制御部２１６は、搬送コントローラ６の制御部６０１に従って、制御部２１６内のメモ
リ２１６ａに記憶されているコンピュータプログラムを実行することにより、送出ユニッ
ト２３内の各部を制御する。通信部２１７は、送出ユニット２３の通信部２３９と同様に
、集線装置１１との間でデータ通信を行う。
【０１３８】
　容器有無検知ユニットＥによって検知された検体容器Ｔの有無は、制御部２１６に出力
される。制御部２１６は、容器有無検知ユニットＥから受信した情報をメモリ２１６ａに
記憶し、通信部２１７と集線装置１１を介して、搬送コントローラ６に送信する。
【０１３９】
　駆動部２１８は、回収ユニット２１上の検体ラックＬを搬送するための機構と、この機
構を駆動するためのステッピングモータを含んでいる。センサ部２１９は、センサ２１４
の他、回収ユニット２１上の検体ラックＬを検出するためのセンサを含んでいる。センサ
部２１９は、検出信号を制御部２１６に出力する。
【０１４０】
　なお、投入ユニット２２は、送出ユニット２３からバーコード処理部２４０が省略され
た構成と同様の構成となっており、ここでは図示を省略する。
【０１４１】
　図１２は、搬送ユニット３１と、測定ユニット４１と、情報処理ユニット４２の構成の
概要を示す図である。なお、同図には、便宜上、搬送ユニット３１と測定ユニット４１が
それぞれ１台のみ示されているが、搬送ユニット３２、３３と他の測定ユニット４１も同
様に構成される。
【０１４２】
　搬送ユニット３１は、図１１の送出ユニット２３からバーコード処理部２４０が省略さ
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れ、通信部３０２ｂと、駆動部３０３ｂと、センサ部３０４ｂが追加された構成（メモリ
は図示せず）となっている。
【０１４３】
　通信部３０２ａは、集線装置１１と１２との間でデータ通信を行い、通信部３０２ｂは
、通信部３０２ａと同様にして、集線装置１３との間でデータ通信を行う。駆動部３０３
ａは、制御部３０１により制御され、駆動部３０３ｂは、通信部３０２ｂを介して、情報
処理ユニット４２により制御される。センサ部３０４ａは、検出信号を制御部３０１に出
力し、センサ部３０４ｂは、検出信号を、通信部３０２ｂを介して、情報処理ユニット４
２に出力する。
【０１４４】
　通信部３０２ｂと、駆動部３０３ｂと、センサ部３０４ｂは、図１０の検体供給部３ｂ
に含まれており、通信部３０２ｂと、駆動部３０３ｂと、センサ部３０４ｂ以外の搬送ユ
ニット３１の各部は、図１０の検体リレー部３ａに含まれている。駆動部３０３ａとセン
サ部３０４ａは、図７の左テーブル３３０と、ラック搬送部３４０、３５０上にある検体
ラックＬを、それぞれ搬送および検出するための機構を含んでいる。駆動部３０３ｂとセ
ンサ部３０４ｂは、図７の右テーブル３１０とラック搬送部３２０上にある検体ラックＬ
を、それぞれ搬送および検出するための機構を含んでいる。
【０１４５】
　測定ユニット４１は、図８に示したバーコードユニットＣと、試料調製部４１３と、検
出部４１４に加えて、通信部４１５と駆動部４１６を備える。
【０１４６】
　通信部４１５は、搬送ユニット３１の通信部３０２ｂと同様にして、集線装置１４との
間でデータ通信を行う。駆動部４１６は、図９に示した把持ユニットＦと、図８に示した
検体容器Ｔを搬送するための検体容器搬送部４１１と、検体吸引部４１２と、これらを駆
動するための機構を含んでいる。
【０１４７】
　情報処理ユニット４２は、図１１の搬送コントローラ６と同様の構成（ハードディスク
と表示部は図示せず）となっている。
【０１４８】
　制御部４２１は、通信部４２２と集線装置１３を介して、搬送ユニット３１の駆動部３
０３ｂを制御し、センサ部３０４ｂの検出信号を受信する。また、制御部４２１は、通信
部４２２と集線装置１４を介して、測定ユニット４１の駆動部４１６を制御し、バーコー
ドユニットＣによって読み取られた検体ＩＤと、検知された検体容器Ｔの有無を受信する
。制御部４２１は、バーコードユニットＣから受信した情報を、メモリ４２１ａに記憶し
、通信部４２２、３０２ａと、集線装置１１、１２を介して、搬送コントローラ６に送信
する。
【０１４９】
　図１３は、搬送ユニット３４と塗抹標本作製装置５の構成の概要を示す図である。
【０１５０】
　搬送ユニット３４は、図１１の送出ユニット２３からバーコード処理部２４０の替わり
に、バーコードユニットＤが追加された構成となっている。
【０１５１】
　通信部３４２は、集線装置１１との間でデータ通信を行う。また、通信部３４２は、塗
抹標本作製装置５の通信部５０２と信号線により接続され、通信部５０２との間でもデー
タ通信を行う。制御部３４１は、バーコードユニットＤによって読み取られた検体ＩＤと
、検知された検体容器Ｔの有無を受信する。制御部３４１は、バーコードユニットＤから
受信した情報を、メモリ３４１ａに記憶し、通信部３４２と集線装置１１を介して、搬送
コントローラ６に送信する。
【０１５２】
　塗抹標本作製装置５は、図１１の送出ユニット２３からバーコード処理部２４０が省略



(23) JP 5736128 B2 2015.6.17

10

20

30

40

50

された構成と同様の構成（メモリは図示せず）となっている。
【０１５３】
　塗抹標本作製装置５の制御部５０１は、通信部５０２を介して、搬送ユニット３４から
塗抹標本作製の指示を受信すると、搬送ユニット３４の測定ライン上の供給位置にある検
体容器Ｔから検体を吸引し、塗抹標本を作製する。
【０１５４】
　図１４（ａ）は、バーコードユニットＢの読取動作時における搬送コントローラ６の処
理を示すフローチャートである。
【０１５５】
　搬送コントローラ６の制御部６０１は、送出ユニット２３の搬送路２３１の後方位置に
検体ラックＬが到着するまで処理を待機させる（Ｓ１１）。すなわち、制御部６０１は、
送出ユニット２３から、センサ２３２により検体ラックＬが検知された旨を受信するまで
処理を待機させる。
【０１５６】
　検体ラックＬが送出ユニット２３の搬送路２３１の後方位置に到着すると（Ｓ１１：Ｙ
ＥＳ）、制御部６０１は、送出ユニット２３に対して、バーコードユニットＢによる読取
動作を指示する（Ｓ１２）。送出ユニット２３は、読取動作の指示を受信すると、上述し
たように、バーコードユニットＢを駆動して、ラックＩＤと、検体ラックＬの保持位置に
対応付けられた検体ＩＤの読み取りを行い、併せて、この検体ラックＬの各保持位置にお
ける検体容器Ｔの有無の検知を行う。
【０１５７】
　図１４（ｂ）は、バーコードユニットＢの読取動作により得られる情報、すなわち、ラ
ックＩＤと、検体ラックＬの保持位置に対応付けられた検体ＩＤと、この検体ラックＬの
各保持位置における検体容器Ｔの有無を概念的に表す例示図である。なお、バーコードユ
ニットＢの読取動作により得られる情報を、以下、「ラック情報」と称することにする。
【０１５８】
　図示の如く、この場合のラック情報によれば、検体ラックＬの保持位置４と５には、検
体容器Ｔが保持されていないことが分かる。送出ユニット２３は、バーコードユニットＢ
の読取動作によってラック情報を取得すると、搬送コントローラ６に、このラック情報を
送信する。
【０１５９】
　図１４（ａ）に戻って、搬送コントローラ６の制御部６０１は、送出ユニット２３から
ラック情報を受信するまで、処理を待機させる（Ｓ１３）。制御部６０１は、送出ユニッ
ト２３からラック情報を受信すると（Ｓ１３：ＹＥＳ）、このラック情報をハードディス
ク６０３に記憶する（Ｓ１４）。また、制御部６０１は、このラック情報を受信した日時
をハードディスク６０３に記憶する。続いて、ラック情報に含まれる検体ＩＤをもとに、
制御部６０１は、ホストコンピュータ７に対して測定オーダを問い合わせ、ホストコンピ
ュータ７から測定オーダを取得する（Ｓ１５）。
【０１６０】
　このように、搬送コントローラ６において、送出ユニット２３の後方位置に到着した検
体ラックＬごとに、図１４（ａ）の処理が繰り返し行われる。
【０１６１】
　図１５は、バーコードユニットＢの読取動作時における送出ユニット２３の処理を示す
フローチャートである。送出ユニット２３の制御部２３８は、図１４のＳ１２において、
搬送コントローラ６からバーコードユニットＢによる読取動作の指示を受信すると、図１
５（ａ）、（ｂ）に示す２つの処理を並行して実行する。
【０１６２】
　図１５（ａ）を参照して、制御部２３８は、制御部２３８内のメモリ２３８ａに変数ｉ
を生成し、この変数ｉに１をセットする（Ｓ１０１）。変数ｉの値が２であると（Ｓ１０
２：ＹＥＳ）、制御部２３８は、送出ユニット２３の後方位置にある検体ラックＬのバー
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コードラベルＢＬ２の正面に、バーコードユニットＢの読取部Ｂ１を位置付けて（Ｓ１０
３）、ラックＩＤを読み取る（Ｓ１０４）。しかる後、制御部２３８は、読み取ったラッ
クＩＤを、制御部２３８内のメモリ２３８ａに記憶する（Ｓ１０５）。他方、変数ｉの値
が２でないと（Ｓ１０２：ＮＯ）、処理がＳ１０６に進められる。
【０１６３】
　次に、制御部２３８は、検体ラックＬの保持位置ｉの正面に、読取部Ｂ１を位置付ける
（Ｓ１０６）。ここで、図４（ａ）、（ｂ）を参照して説明したように読取部Ｂ１の各部
が駆動されることにより、保持位置ｉに検体容器Ｔが保持されていることが検知されると
（Ｓ１０７：ＹＥＳ）、制御部２３８は、この保持位置に保持されている検体容器Ｔの検
体ＩＤを読み取る（Ｓ１０８）。他方、保持位置ｉに検体容器Ｔが保持されていないこと
が検知されると（Ｓ１０７：ＮＯ）、処理がＳ１０９に進められる。
【０１６４】
　次に、制御部２３８は、この保持位置ｉに対応付けて、検体ＩＤと検体容器Ｔの有無を
、制御部２３８内のメモリ２３８ａに記憶する（Ｓ１０９）。なお、Ｓ１０７で検体容器
Ｔが検知されなかった場合、Ｓ１０９では、検体容器Ｔの有無のみが記憶される。
【０１６５】
　続いて、変数ｉの値が５でないと（Ｓ１１０：ＮＯ）、変数ｉの値が１だけ加算され（
Ｓ１１１）、処理がＳ１０２に戻される。他方、変数ｉの値が５であると（Ｓ１１０：Ｙ
ＥＳ）、処理が終了する。
【０１６６】
　図１５（ｂ）を参照して、送出ユニット２３の制御部２３８は、制御部２３８内のメモ
リ２３８ａに変数ｊを生成し、この変数ｊに６をセットする（Ｓ２０１）。続いて、Ｓ２
０２～Ｓ２０５において、同図（ａ）のＳ１０６～Ｓ１０９と同様の処理が行われる。
【０１６７】
　続いて、Ｓ２０６において、変数ｊの値が１０でないと（Ｓ２０６：ＮＯ）、変数ｊの
値が１だけ加算され（Ｓ２０７）、処理がＳ２０２に戻される。他方、変数ｊの値が１０
であると（Ｓ２０６：ＹＥＳ）、処理が終了する。
【０１６８】
　このように、図１５（ａ）、（ｂ）の２つの処理が並行して行われ、これら２つの処理
が何れも終了すると、送出ユニット２３の制御部２３８内にあるメモリ２３８ａには、図
１４（ｂ）に示したようなラック情報が記憶されることとなる。制御部２３８は、図１５
（ａ）、（ｂ）の処理が何れも終了すると、ラック情報を搬送コントローラ６に送信する
。
【０１６９】
　図１６（ａ）は、容器有無検知ユニットＥの検知動作時における搬送コントローラ６の
処理を示すフローチャートである。
【０１７０】
　搬送コントローラ６の制御部６０１は、回収ユニット２１の前方位置に検体ラックＬが
到着するまで処理を待機させる（Ｓ２１）。すなわち、制御部６０１は、回収ユニット２
１から、センサ２１４により検体ラックＬが検知された旨を受信するまで処理を待機させ
る。なお、検体ラックＬが回収ユニット２１の前方位置に到着する直前に検体ラックＬの
ラックＩＤはバーコードリーダ２４３により読み取られる。
【０１７１】
　検体ラックＬが回収ユニット２１の前方位置に到着すると（Ｓ２１：ＹＥＳ）、制御部
６０１は、回収ユニット２１に対して、容器有無検知ユニットＥによる検知動作を指示す
る（Ｓ２２）。回収ユニット２１は、検知動作の指示を受信すると、上述したように、容
器有無検知ユニットＥを駆動して、検体ラックＬの各保持位置における検体容器Ｔの有無
の検知を行う。
【０１７２】
　図１６（ｂ）は、バーコードリーダ２４３の読取動作および容器有無検知ユニットＥの
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検知動作により得られる情報、すなわち、検体ラックＬのラックＩＤおよび検体ラックＬ
の各保持位置における検体容器Ｔの有無を概念的に表す例示図である。なお、バーコード
リーダ２４３の読取動作および容器有無検知ユニットＥによる検知動作により得られる情
報を、以下、「有無情報」と称することにする。
【０１７３】
　図示の如く、この場合の有無情報によれば、検体ラックＬの保持位置２、４、５には、
検体容器Ｔが保持されていないことが分かる。回収ユニット２１は、容器有無検知ユニッ
トＥの検知動作によって有無情報を取得すると、搬送コントローラ６に、この有無情報を
送信する。
【０１７４】
　図１６（ａ）に戻って、搬送コントローラ６の制御部６０１は、回収ユニット２１から
有無情報を受信するまで、処理を待機させる（Ｓ２３）。制御部６０１は、回収ユニット
２１から有無情報を受信すると（Ｓ２３：ＹＥＳ）、この有無情報をハードディスク６０
３に記憶する（Ｓ２４）。また、制御部６０１は、この有無情報を受信した日時をハード
ディスク６０３に記憶する。
【０１７５】
　続いて、制御部６０１は、この有無情報のラックＩＤに対応する検体ラックＬのラック
情報をハードディスク６０３から読み出して、Ｓ２３で受信した有無情報と比較する。こ
れにより、制御部６０１は、上流（送出ユニット２３の後方位置）で検知されたが、下流
（回収ユニット２１の前方位置）で検知されなかった検体容器Ｔがあるかを判定する（Ｓ
２５）。たとえば、図１４（ｂ）のラック情報と、図１６（ｂ）の有無情報を比較した場
合に、保持位置２の検体容器Ｔは、上流（送出ユニット２３の後方位置）では検知された
ものの、下流（回収ユニット２１の前方位置）では検知されていないことが分かる。
【０１７６】
　上流で検知されたが下流で検知されなかった検体容器Ｔがあると（Ｓ２５：ＹＥＳ）、
制御部６０１は、表示部６０４に紛失通知画面を表示する（Ｓ２６）。他方、上流で検知
されたが下流で検知されなかった検体容器Ｔがないと（Ｓ２５：ＮＯ）、処理がＳ２１に
戻される。
【０１７７】
　このように、搬送コントローラ６において、回収ユニット２１の前方位置に到着した検
体ラックＬごとに、図１６（ａ）の処理が繰り返し行われる。
【０１７８】
　図１６（ｃ）は、表示部６０４に表示される紛失通知画面８００の例示図である。紛失
通知画面８００には、回収状況画面ボタン８０１と、ＯＫボタン８０２が含まれている。
【０１７９】
　この場合の紛失通知画面８００には、検体ＩＤが“R0002”である検体容器Ｔが紛失し
た旨が表示されている。これにより、ユーザは、上流から下流の間に、検体容器Ｔが紛失
したことを知ることができ、紛失した検体容器Ｔを特定することができる。なお、回収状
況画面ボタン８０１が押下されると、回収状況画面８２０（図１８（ｂ）参照）が表示さ
れる。ＯＫボタン８０２が押下されると、紛失通知画面８００が閉じられる。
【０１８０】
　図１７（ａ）は、搬送コントローラ６による進捗状況画面の表示に関する処理を示すフ
ローチャートである。
【０１８１】
　進捗状況画面の表示指示が行われると（Ｓ３１：ＹＥＳ）、搬送コントローラ６の制御
部６０１は、ハードディスク６０３に記憶しているラック情報と有無情報に基づいて、表
示部６０４に進捗状況画面８１０（図１８（ａ）参照）を表示する（Ｓ３２）。進捗状況
画面８１０の表示指示は、搬送コントローラ６の表示部６０４に表示されるメイン画面の
メニュー内に配された進捗状況表示ボタン（図示せず）が、ユーザにより押下されること
により行われる。
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【０１８２】
　図１８（ａ）は、表示部６０４に表示される進捗状況画面８１０の例示図である。進捗
状況画面８１０には、進捗状況表示領域８１１と、スクロールバー８１２と、終了ボタン
８１３が含まれている。
【０１８３】
　進捗状況表示領域８１１には、図示の如く、“検体ＩＤ”と、“送出ユニットでのバー
コード読み取り日時”と、“状況”と、“収納日時”を示す項目が設定されている。進捗
状況表示領域８１１は、スクロールバー８１２により、全件の表示が可能となっている。
進捗状況画面８１０は、右上に配された終了ボタン８１３がユーザにより押下されること
により閉じられる。
【０１８４】
　“送出ユニットでのバーコード読み取り日時”は、対象となる検体容器Ｔの検体ＩＤを
含むラック情報が、搬送コントローラ６により受信された日時を示している。“収納日時
”は、検体容器Ｔの有無を含む有無情報が、搬送コントローラ６により受信された日時を
示している。
【０１８５】
　なお、“送出ユニットでのバーコード読み取り日時”および“収納日時”は、対象とな
る検体容器Ｔが、それぞれ、バーコードユニットＢによる読取動作および容器有無検知ユ
ニットＥによる検知動作が行われた日時であっても良い。この場合、送出ユニット２３か
ら送信されるラック情報および回収ユニット２１から送信される有無情報には、それぞれ
、個々の検体容器Ｔについて読取動作および検知動作が行われた日時が付加される。
【０１８６】
　“状況”は、検体容器Ｔの現在の状況を示している。“状況”が“処理中”となってい
る場合、この検体容器Ｔは、搬送コントローラ６がこの検体容器Ｔの検体ＩＤを含むラッ
ク情報を受信した後、搬送コントローラ６がこの検体容器Ｔの有無を含む有無情報を受信
していない状況であることが分かる。すなわち、この検体容器Ｔは、バーコードユニット
Ｂの位置と、容器有無検知ユニットＥとの間で、処理中であることが分かる。
【０１８７】
　“状況”が“収納”となっている場合、この検体容器Ｔは、搬送コントローラ６がこの
検体容器Ｔの有無が“あり”となっている有無情報を受信している状況であることが分か
る。すなわち、この検体容器Ｔは、回収ユニット２１に収納されていることが分かる。
【０１８８】
　“状況”が“不明”となっている場合、この検体容器Ｔは、搬送コントローラ６がこの
検体容器Ｔの有無が“なし”となっている有無情報を受信している状況であることが分か
る。すなわち、この検体容器Ｔは、バーコードユニットＢの位置と、容器有無検知ユニッ
トＥとの間で、紛失したことが分かる。
【０１８９】
　図１７（ａ）に戻って、進捗状況画面８１０の終了指示が行われると、すなわち、終了
ボタン８１３がユーザにより押下されると（Ｓ３３：ＹＥＳ）、搬送コントローラ６の制
御部６０１は、表示部６０４に表示されている進捗状況画面８１０を非表示にする（Ｓ３
４）。
【０１９０】
　図１７（ｂ）は、搬送コントローラ６による回収状況画面の表示に関する処理を示すフ
ローチャートである。
【０１９１】
　回収状況画面の表示指示が行われると（Ｓ４１：ＹＥＳ）、搬送コントローラ６の制御
部６０１は、ハードディスク６０３に記憶しているラック情報と有無情報に基づいて、表
示部６０４に回収状況画面８２０（図１８（ｂ）参照）を表示する（Ｓ４２）。回収状況
画面８２０の表示指示は、搬送コントローラ６の表示部６０４に表示されるメイン画面の
メニュー内に配された回収状況表示ボタン（図示せず）、または、図１６（ｃ）に示した
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紛失通知画面８００の回収状況画面ボタン８０１が、ユーザにより押下されることにより
行われる。
【０１９２】
　図１８（ｂ）は、表示部６０４に表示される回収状況画面８２０の例示図である。回収
状況画面８２０には、回収状況表示領域８２１と、スクロールバー８２２と、終了ボタン
８２３が含まれている。
【０１９３】
　回収状況表示領域８２１には、図示の如く、“ラックＩＤ”と、“検体容器の回収状況
”を示す項目が設定されている。回収状況表示領域８２１は、スクロールバー８２２によ
り、全件の表示が可能となっている。回収状況画面８２０は、右上に配された終了ボタン
８２３がユーザにより押下されることにより閉じられる。
【０１９４】
　“検体容器の回収状況”には、対象となる検体ラックＬの各保持位置における検体容器
Ｔの回収状況が、検体ラックＬの各保持位置と共に視覚的に図示されている。上流（送出
ユニット２３の後方位置）で検知されたが、下流（回収ユニット２１の前方位置）で検知
されなかった検体容器Ｔがあるとき、紛失した検体容器Ｔが上流で保持されていた保持位
置がマーキングされる。たとえば、同図（ｂ）に示す回収状況画面８２０では、ラックＩ
Ｄが“000010”である検体ラックＬの左から２番目の保持位置の検体容器Ｔが紛失したこ
とが分かる。
【０１９５】
　図１７（ｂ）に戻って、回収状況画面８２０の終了指示が行われると、すなわち、終了
ボタン８２３がユーザにより押下されると（Ｓ４３：ＹＥＳ）、搬送コントローラ６の制
御部６０１は、表示部６０４に表示されている回収状況画面８２０を非表示にする（Ｓ４
４）。
【０１９６】
　以上、本実施の形態によれば、バーコードユニットＢにより、検体ラックＬに保持され
ている検体容器Ｔの検体ＩＤが読み取られる。また、バーコードユニットＢと容器有無検
知ユニットＥにより、検体ラックＬの各保持位置における検体容器Ｔの有無が検知される
。これにより、バーコードユニットＢと容器有無検知ユニットＥの間で検体容器Ｔが紛失
しているか否かが分かり、紛失した検体容器Ｔを特定することができる。
【０１９７】
　また、本実施の形態によれば、検体容器Ｔが紛失している場合には、図１６（ｃ）の紛
失通知画面８００が表示される。これにより、ユーザは、バーコードユニットＢと容器有
無検知ユニットＥの間で、検体容器Ｔが紛失したことを知ることができる。また、ユーザ
は、図１８（ａ）の進捗状況画面８１０を表示させることで、各検体容器Ｔが紛失してい
るか否かを知ることができる。
【０１９８】
　さらに、ユーザは、図１８（ｂ）の回収状況画面８２０により、どの保持位置に保持さ
れていた検体容器Ｔが紛失したのかを、直感的に知ることができる。すなわち、ユーザは
、回収ユニット２１に回収された検体ラックＬを実際に見ただけでは、元々検体容器Ｔが
保持されていなかったのか、搬送過程で紛失したのかを見分けることができない。回収状
況画面８２０内で紛失した検体容器Ｔの保持位置が示されることにより、ユーザは、直感
的に検体容器Ｔの紛失に気付くことができる。
【０１９９】
　なお、本実施の形態では、バーコードユニットＢと容器有無検知ユニットＥの間で、検
体容器Ｔの紛失が検知されたが、バーコードユニットＣ、Ｄで検知される検体容器Ｔの有
無に基づいて、検体容器Ｔの紛失が検知されても良い。すなわち、バーコードユニットＢ
により検体容器Ｔが検知された保持位置において、バーコードユニットＣまたはＤにより
、検体容器Ｔが保持されていないと検知された場合、上記と同様に、検体容器Ｔの紛失が
検知されるようにしても良い。
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【０２００】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明の実施の形態はこれらに限定さ
れるものではない。
【０２０１】
　たとえば、上記実施の形態では、測定対象として血液を例示したが、尿についても測定
対象とされ得る。すなわち、尿を検査する検体処理システムにも本発明を適用することが
でき、さらに、他の臨床検体を検査する臨床検体処理システムに本発明を適用することも
できる。
【０２０２】
　また、上記実施の形態では、検体容器Ｔが紛失した場合に、図１６（ｃ）の紛失通知画
面８００が表示されることにより、検体容器Ｔの紛失が通知されたが、これに限らず、ラ
ンプ、音等によって検体容器Ｔの紛失が通知されるようにしても良い。
【０２０３】
　また、検体容器Ｔが紛失した場合に、これらの通知に替えて、搬送ラインが停止される
ようにしても良いし、測定ユニット４１による測定が中断されるようにしても良い。これ
により、ユーザは、何らかの異常が発生したことに気付き、その対処を行っている中で検
体容器Ｔの紛失にも気付き、必要な対処を行うことが可能となる。
【０２０４】
　また、上記実施の形態では、図１に示したように、送出ユニット２３と回収ユニット２
１が、測定ユニット４１と塗抹標本作製装置５に対して、同じ側（右側）に配された。し
かしながら、これに限らず、送出ユニット２３と回収ユニット２１が、測定ユニット４１
と塗抹標本作製装置５に対して、互いに反対側に配されても良い。たとえば、回収ユニッ
ト２１が、塗抹標本作製装置５の左側に配されても良い。この場合も、上記実施の形態と
同様に、送出ユニット２３に配されたバーコードユニットＢと、回収ユニット２１に配さ
れた容器有無検知ユニットＥにより、検体容器Ｔの紛失が検知され得る。
【０２０５】
　また、上記実施の形態では、バーコードユニットＢによりラック情報が取得され、容器
有無検知ユニットＥにより有無情報が取得されたが、これに限らず、バーコードユニット
Ｂによりラック情報と有無情報が取得されるようにしても良い。
【０２０６】
　図１９（ａ）は、バーコードユニットＢによりラック情報と有無情報が取得される場合
の、検体ラックＬの搬送経路を模式的に示す図である。点線は、投入ユニット２２に載置
されてから、送出ユニット２３から搬送ユニット３１に送出されるまでの検体ラックＬの
搬送経路を示している。また、破線は、回収ラインに沿って搬送ユニット３１から送出ユ
ニット２３に送出されてから、回収ユニット２１に回収されるまでの検体ラックＬの搬送
経路を示している。
【０２０７】
　この場合も、上記実施の形態と同様、投入ユニット２２に載置された検体ラックＬは、
まず、送出ユニット２３の後方位置において、バーコードユニットＢによりラック情報が
取得される。
【０２０８】
　次に、測定または塗抹標本の作製が終了し、回収ラインに沿って搬送ユニット３１から
右方向に送出された検体ラックＬは、ベルト２３７、２２４により、投入ユニット２２４
の前方位置に位置付けられ、投入ユニット２２４の前方位置近傍に配されたラック押出し
機構２２５により後方に押し出される。投入ユニット２２上に再度位置付けられた検体ラ
ックＬは、送出ユニット２３の後方位置に位置付けられて、バーコードユニットＢにより
検体ラックＬの各保持位置における検体容器Ｔの有無のみが検知される。しかる後、この
検体ラックＬは、ベルト２３７、２２４、２１３を経て、回収ユニット２１に回収される
。
【０２０９】
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　このように、バーコードユニットＢによりラック情報と有無情報が取得される場合も、
上記実施の形態と同様、１回目にバーコードユニットＢに位置付けられてから、２回目に
バーコードユニットＢに位置付けられるまでの間に、検体容器Ｔが紛失したことが検知さ
れ得る。
【０２１０】
　また、上記実施の形態では、送出ユニット２３の後方位置と、回収ユニット２１の前方
位置での検体容器Ｔの保持状態が比較されることにより、検体容器Ｔの紛失が検知された
が、保持状態が比較される位置は、これに限らない。
【０２１１】
　図１９（ｂ）は、搬送ユニット３１～３３の供給位置付近に配された反射型のセンサ３
２４、３２５を上から見た場合の平面図である。図示の如く、センサ３２４、３２５は、
それぞれ、供給位置に対して上流側および下流側に配されている。センサ３２４、３２５
は、正面（後方）に検体容器Ｔが保持されているか否かを検出することができる。
【０２１２】
　こうすると、センサ３２４の正面を通過する際に検体ラックＬに保持されていた検体容
器Ｔが、センサ３２５の正面を通過する際に保持されているか否かがわかる。これにより
、検体容器Ｔが、センサ３２４の位置から、測定ユニット４１内に取り込まれて測定が行
われ、センサ３２５の位置に位置付けられるまでの間に、検体容器Ｔの紛失が検知され得
る。
【０２１３】
　なお、図１９（ｃ）に示す如く、供給位置の前方にのみ反射型のセンサ３２６が配され
るようにしても良い。この場合、測定ユニット４１内に取り込まれる前後の検体容器Ｔが
、センサ３２６により検知される。
【０２１４】
　また、上記実施の形態では、検体容器Ｔを測定ユニット４１に供給する前と後のそれぞ
れの時点において検体容器Ｔの有無を検知することにより、検体容器Ｔの紛失を検知して
いるが、本発明はこれに限らない。検体ラックＬ内の検体容器Ｔを測定ユニット４１に供
給する前の時点において、検体ラックＬの搬送方向上流側の地点と搬送方向下流側の地点
のそれぞれにおいて検体容器Ｔの有無を検知してもよい。これにより、検体容器Ｔを測定
ユニット４１に供給する前の時点においても、搬送方向上流側の地点から搬送方向下流側
の地点へ検体容器Ｔが搬送されるまでの間に、検体ラックＬ内の検体容器Ｔの紛失が検知
され得る。そのため、例えば、他の検査部門の検査技師が検体ラックＬの搬送過程で検体
容器Ｔを検体ラックＬから抜き出してしまった場合であっても、検体容器Ｔを測定ユニッ
ト４１に供給する前の時点で検体容器Ｔの紛失に迅速に気付くことができる。
【０２１５】
　また、上記実施の形態では、送出ユニット２３の後方位置において、バーコードユニッ
トＢによりラック情報が取得されたが、これに限らず、投入ユニット２２の搬送路２２１
の前方位置において、バーコードユニットＢによりラック情報が取得されるようにしても
良い。
【０２１６】
　また、上記実施の形態では、検体ＩＤの読み取りと検体容器Ｔの有無の検知は、バーコ
ードユニットＢにより並行して行われたが、これに限らず、検体ＩＤの読み取りと検体容
器Ｔの有無の検知は、搬送経路上の異なる位置において行われても良い。たとえば、搬送
経路の上流側において、まず検体ＩＤの読み取りを行い、搬送経路の下流側において、検
体容器Ｔの有無の検知が行われるようにしても良い。
【０２１７】
　また、上記実施の形態では、バーコードユニットＢと容器有無検知ユニットＥは、図４
～図６に示したように、検体容器Ｔの有無を検知したが、これに限らず、発光部と受光部
からなる透過型のセンサ、または、反射型のセンサにより、検体容器Ｔの有無が検知され
るようにしても良い。また、検体容器Ｔに接触部材を接触させることで検体容器Ｔの有無
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が検知されるようにしても良い。また、検体ラックＬの上面より上方向に突出した検体容
器Ｔの蓋部ＣＰの部分を撮像し、撮像した画像に基づいて検体容器Ｔの有無が検知される
ようにしても良い。
【０２１８】
　また、上記実施の形態では、検体ラックＬに保持されることにより、検体容器Ｔが搬送
されているが、これに限らず、検体容器Ｔを直接保持する搬送部により、検体容器Ｔが搬
送されるようにしても良い。
【０２１９】
　また、上記実施の形態では、検体容器Ｔの転倒攪拌、検体の分注等は、１つの測定ユニ
ット４１内で併せて行われたが、検体容器Ｔの転倒攪拌、検体の分注等の何れかのみが、
測定ユニット４１内で行われるようにしても良い。
【０２２０】
　また、本実施の形態では、バーコードユニットＢにより得られるラック情報と、容器有
無検知ユニットＥにより得られる有無情報とが比較されることにより、検体容器Ｔの紛失
が検知されたが、これに限らず、検体容器Ｔの有無を検知するセンサを、搬送経路上にさ
らに追加しても良い。
【０２２１】
　図２０は、図１に示す構成に、反射型のセンサＧ１～Ｇ３が追加された構成を示す図で
ある。図示の如く、センサＧ１～Ｇ３は、それぞれ、搬送ユニット３１～３３のラック搬
送部３２０の左側近傍に配されている。
【０２２２】
　この場合に、バーコードユニットＢにより検体容器Ｔが検知された保持位置において、
センサＧ１～Ｇ３により、検体容器Ｔが保持されていないと検知された場合、上記と同様
に、検体容器Ｔの紛失が検知されるようにしても良い。
【０２２３】
　こうすると、たとえば、バーコードユニットＢにより検知された検体容器Ｔが、センサ
Ｇ１により検知されなかった場合には、この検体容器Ｔは、バーコードユニットＢとセン
サＧ１の間で紛失したことが分かる。また、センサＧ２により検知された検体容器Ｔが、
容器有無検知ユニットＥにより検知されなかった場合には、この検体容器Ｔは、センサＧ
２と容器有無検知ユニットＥの間で紛失したことが分かる。
【０２２４】
　また、上記実施の形態では、回収ユニット２１の前方位置に配置されたバーコードリー
ダ２４３により検体ラックＬのラックＩＤを読み取り、かつ、容器有無検知ユニットＥに
よって検体ラックＬの各保持位置における検体容器Ｔの有無を検知することによって、検
体容器Ｔの紛失を検出しているが、本発明はこれに限られない。例えば、バーコードユニ
ットＢのように検体ラックＬ内の各検体容器Ｔの検体ＩＤを読み取る読み取り機構を回収
ユニット２１の前方位置に配置し、バーコードユニットＢで読み取られた検体ＩＤが上記
読み取り機構によって読み取られなかった場合に、当該検体ＩＤが付された検体容器Ｔが
紛失したことを通知してもよい。
【０２２５】
　この他、本発明の実施の形態は、特許請求の範囲に示された技術的思想の範囲内におい
て、適宜、種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【０２２６】
　　　　１　…　検体処理ユニット
　　　２１　…　回収ユニット
　　　２２　…　投入ユニット
　　　２３　…　送出ユニット
　　２４３　…　バーコードリーダ
　　　３１　…　搬送ユニット
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　　　３２　…　搬送ユニット
　　　３３　…　搬送ユニット
　　　３４　…　搬送ユニット
　　３２４　…　センサ
　　３２５　…　センサ
　　３２６　…　センサ
　　　４１　…　測定ユニット
　　　　５　…　塗抹標本作製装置
　　６０１　…　制御部
　　６０４　…　表示部
　　　　Ｂ　…　バーコードユニット
　　　　Ｃ　…　バーコードユニット
　　　　Ｄ　…　バーコードユニット
　　　　Ｅ　…　容器有無検知ユニット
　　Ｆ１１　…　回転駆動部
　　Ｆ１２　…　エアシリンダ
　Ｆ１５ａ　…　ハンド部
　Ｆ１５ｂ　…　ハンド部
　　Ｆ１８　…　ステッピングモータ
　　　Ｇ１　…　センサ
　　　Ｇ２　…　センサ
　　　Ｇ３　…　センサ
　　　　Ｌ　…　検体ラック
　　　　Ｔ　…　検体容器

【図１】 【図２】



(32) JP 5736128 B2 2015.6.17

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(33) JP 5736128 B2 2015.6.17

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(34) JP 5736128 B2 2015.6.17

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(35) JP 5736128 B2 2015.6.17

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(36) JP 5736128 B2 2015.6.17

【図１９】 【図２０】



(37) JP 5736128 B2 2015.6.17

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平０８－２４０５９５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－３１７２６９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－０９６５７２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－０４６８３５（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｎ　　３５／００　－　３７／００


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

